
 

 

 

  



  



 

 

千歳市は、令和３年３月に第７期総合

計画を策定し、空・陸・海のネットワー

クが結びつく一大交通拠点としての優位

性に加え、多彩な人材や空港、自然、工

業団地などの特性や資源を最大限に生か

したまちづくりを進めるとともに、全国

的に人口減少が進む中、人口増加を続け

るまちの勢いを引き続き持続し、このま

ちに暮らす市民が互いに支え合い「幸せ」

を感じ、「住みやすい」、「住んで良かった」と思えるまちづくりを進

めることとしております。 

 

近年は、少子高齢化の更なる進展やインフラ等の社会資本の老朽

化による都市経営への影響、自然災害の頻発・激甚化、市民の価値観

や生活様式が多様化、複雑化しているなどの課題があり、これらに

対応した新たなまちづくりを進める必要があります。 

このことから、新たに居住誘導区域や都市機能誘導区域、誘導施策

などを定め、居住の場の確保や歩いて暮らせる生活利便性の高い地区

形成を図る「千歳市立地適正化計画」を策定することとしました。 

 

本計画では、第７期総合計画の目指すべきまちの将来都市像を実

現するため、医療・福祉・商業等の都市機能の立地や公共交通の充実

等を図るとともに、人口増加の機会を生かした都市機能の増進のほ

か、安全性や利便性の確保を進め、人口減少に転じる前から人口減

少期を見据えた計画とすることで持続可能なまちづくりを進めます。 

また、同時に策定した「千歳市第３期都市計画マスタープラン」と

連携することで、住み良く、安全で安心できる魅力的なまちづくり

を進めてまいります。 

 

本計画の策定にあたり、市民アンケート調査や市民会議などを通

じ貴重なご意見をいただきました市民の皆さまをはじめ、千歳市都

市計画審議会委員、並びに計画策定にご協力いただいた多くの関係

者の皆さまに心からお礼を申し上げます。 

 

令和４年３月  
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I. 計画の概要  

｜01｜ 立地適正化計画とは 

 

全国的な人口の減少と高齢化を背景として、安

心できる健康で快適な生活環境を実現すること、

財政面や経済面において持続可能な都市経営を

可能とするため、医療・福祉施設、商業施設や住

居などがまとまって立地し、高齢者をはじめとす

る住民が公共交通によりこれらの生活利便施設*

等にアクセスできるなど、「コンパクト・プラス・

ネットワーク*」の考えに基づき、行政と住民や民

間事業者が一体となったまちづくりを促進する

ため、「立地適正化計画」が制度化されました。 

 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法*第 81

条に位置づけられる「市町村が都市全体の観点か

ら作成する、居住機能や医療・福祉・商業等の都

市機能*の立地、公共交通の充実等に関する包括

的なマスタープラン」であり、おおむね以下の内

容について定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
■立地適正化計画の区域 

都市計画区域内でなければならず、都市計画区域全体とすることが基本。 

 

■立地適正化計画の基本的な方針 

計画により実現を目指すべき将来の都市像を示すとともに、計画の総合的な達成状況を的確に

把握できるよう、定量的な目標を設定。 

  
■居住誘導区域 

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サー

ビスやコミュニティ*が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

 
 
■都市機能誘導区域 

医療・福祉・商業等の都市機能*を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することに

より、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

■誘導施設 

都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設。 

※都市機能増進施設は、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設

であって、都市機能*の増進に著しく寄与するもの。 

 

図 制度概要図 

資料：国土交通省ホームページ 

 



Ⅰ .計 画 の 概 要  

3 

 

 

｜02｜ 計画の位置づけ 

 

都市計画マスタープランの一部とみなされる立地適正化計画は、「千歳市総合計画」、北海道が

定める「千歳恵庭圏都市計画 都市計画区域の整備・開発及び保全の方針*」に即し、各関連計画

と連携・整合を図りながら、都市再生特別措置法*に基づく施策や関連する都市計画事業、その他

のまちづくり施策を進め、将来都市像の実現を図ります。 

 

 

図 立地適正化計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［上位計画］ 

千歳市総合計画 
千歳恵庭圏都市計画 都市計画区域

の整備・開発及び保全の方針 

即する 

千歳市 

都市計画マスタープラン 

千歳市立地適正化計画 

［北海道決定の都市計画］ 

・区域区分 

・広域的都市施設 

など 

［千歳市決定の都市計画］ 

・用途地域 

・都市施設 

・市街地開発事業 

・地区計画 など 

［関連計画］ 

・千歳･苫小牧 

地方拠点都市 

地域基本計画 

・道央都市圏都市交

通マスタープラン 

・地域公共交通計画 

・強靭化計画 

・緑の基本計画 

・商業振興プラン 

・住宅マスタープラン 

・観光振興計画 

・下水道基本計画 

・環境基本計画 

など 

市
民
と
協
働 

即する 

即する 

連携 

整合 

将来都市像の実現 
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｜03｜ 千歳市立地適正化計画の区域 

 

立地適正化計画の区域は、都市計画区域全体を基本とすることから、千歳市の都市計画区域と

します。 

 

図 立地適正化計画の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｜04｜ 計画の期間 

 

計画の期間は、都市計画運用指針*において、「おおむね 20 年後の都市の姿を展望すること」と

示されています。おおむね 20 年後の都市の姿を展望し、千歳市第３期都市計画マスタープランと

同じく令和 23 年（2041 年）を目標年次とします。 

 

  

立地適正化計画の区域＝都市計画区域 

市街化区域 

市街化調整区域 
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｜05｜ SDGs と立地適正化計画 

 

平成 27 年（2015 年）に 17 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標」（SDGs：

Sustainable Development Goals）が国際連合で採択されました。千歳市においても、SDGs*の

17 の目標に関連づけて施策を推進しています。立地適正化計画は、主に「すべての人に健康と福

祉を」や「働きがいも経済成長も」、「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「住み続けられるまちづ

くりを」、「陸の豊かさも守ろう」、「パートナーシップ*で目標を達成しよう」などに関連しており、

目標達成に向け貢献していきます。 

 

図 持続可能な開発目標（SDGs） 
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ⅠⅠ . 現状把握と課題 

｜01｜都市構造の現状把握 

｜02｜市民意向の現状把握 

｜03｜課題の整理 
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II. 現状把握と課題  

｜01｜ 都市構造の現状把握 

 

 人口 
 

・千歳市の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所*による推計において、平成 27 年（2015

年）を基準にした場合、令和 12 年（2030 年）まで上回っており、ピークとなる令和 7 年（2025

年）の推計人口は 96,786 人となっています。また、少子高齢化が徐々に進行することが推計

されています。 

・令和２年（2020 年）の国勢調査では、総人口が 97,950 人であり、推計のピーク値を上回って

います。 

・市街化区域*内人口は、令和 7 年（2025 年）まで増加し、その後減少に転じ令和 22 年（2040

年）には 87,947 人となりますが、基準年を上回る推計となっています。 

 

図 年齢区分別総人口の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年国勢調査、令和２年国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所、 

千歳恵庭圏都市計画区域区分の資料より作成  

図 総人口及び将来推計人口 

推計値 

推計値 参考値 

図 市街化区域内人口の将来推計 

13,600 13,200 12,632 12,102 11,584 11,186 

62,043 60,825 60,022 58,486 56,061 52,381 

20,005 22,714 24,132 25,397 26,861 28,778 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H27年 R2年 R7年 R12年 R17年 R22年

65歳以上

15～64歳

0～14歳

96,739 96,786 95,985 94,506 92,345

（2015年） （2020年） （2025年） （2030年） （2035年） （2040年）

95,648

（人） 推計値 
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基準人口（R1.10.1）
97,410 

96,882 

93,768 

83,388 

100,003 98,002 

90,645 

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

H27年

(2015年)

R2年

(2020年)

R12年

(2030年)

R22年

(2040年)

R42年

(2060年)

（人）

実績

推計

展望

国立社会保障・人口問題研究所推計

 

 

 

 人口の将来展望 
 

・令和３年（2021 年）３月に策定した千歳市第７期総合計画において、令和 12 年（2030 年）

の人口の将来展望を 10 万人としています。 

・将来展望は、住民基本台帳の人口を基にした「推計」に加え、合計特殊出生率*を段階的に向上

させるとともに、毎年の転入超過数を令和４年（2022 年）までは、450 人、令和７年（2025

年）までは 400 人、令和 12 年（2030 年）までは 300 人、その後は 150 人が継続するものと

しています。 

 

図 人口の将来展望 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年千歳市人口ビジョン（改訂） 
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 人口密度 
 

・平成 27 年（2015 年）の人口密度は、居住可能な市街化区域*全域でおおむね 40 人/ha 以上と

なっており、JR 千歳駅周辺などでは 100 人/ha 以上の高い人口集積がみられます。 

・令和 22 年（2040 年）の人口密度は、居住可能な市街化区域*全域でおおむね 40 人/ha 以上を

維持しており、100 人/ha 以上の地区が増加する推計となっています。 

 

図 平成27 年人口密度（100 メートルメッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 令和22 年人口密度（100 メートルメッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 国土技術政策総合研究所 「将来人口・世帯予測ツールV2」

□ 0

■ 1以上～20未満

■ 20以上～40未満

■ 40以上～60未満

■ 60以上～80未満

■ 80以上～100未満

■ 100以上

□ 市街化区域

人口（人/ha）

□ 0

■ 1以上～20未満

■ 20以上～40未満

■ 40以上～60未満

■ 60以上～80未満

■ 80以上～100未満

■ 100以上

□ 市街化区域

人口（人/ha）
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（円/㎡）

富丘２丁目１３番 緑町３丁目２番

長都駅前１丁目１２番 信濃３丁目１２番

信濃４丁目１５番 北陽４丁目７番

勇舞１丁目１０番 本町５丁目８７８番

清流２丁目１３番 みどり台南２丁目１０番

桜木５丁目２番 桂木２丁目４番

栄町２丁目２５番 柏陽２丁目３番

 

 

 地価 
 

・北海道地価調査*における住宅地の平均地価は、道央圏の他都市と比べて、高い水準で推移して

います。 

・国土交通省地価公示*における市内各地点の地価は、下落が続いていましたが、近年、住宅地や

商業地で上昇傾向となっています。 

 

図 平均地価［住宅地］の推移（都市間比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 19 年以前の石狩市、北広島市は、「石狩郡石狩町」「札幌郡北広島町」のデータを引用 

資料：各年北海道地価調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省地価公示  
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上長都１０４６番外

図 市内各地点の地価公示の推移（商業地） 図 市内各地点の地価公示の推移（住宅地） 
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 高齢化率 
 

・65 歳以上の高齢者が占める割合は、平成 27 年（2015 年）では大半の地域が 30％未満（青系）

となっていますが、令和 22 年（2040 年）では 30％以上（黄系）の部分が増加し、高齢化が進

展する推計となっています。 

 

図 平成27 年高齢化率（100 メートルメッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 令和22 年高齢化率（100 メートルメッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 国土技術政策総合研究所 「将来人口・世帯予測ツールV2」

■ 5未満

■ 5以上～10未満

■ 10以上～20未満

■ 20以上～30未満

■ 30以上～40未満

■ 40以上～50未満

■ 50以上～60未満

■ 60以上

□ 市街化区域

高齢化率（％）

■ 5未満

■ 5以上～10未満

■ 10以上～20未満

■ 20以上～30未満

■ 30以上～40未満

■ 40以上～50未満

■ 50以上～60未満

■ 60以上

□ 市街化区域

高齢化率（％）
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 生活利便施設 

■医療施設 
 

・医療施設（歯科を除く病院、医院、クリニック、診療所）は、市内各地に分布しており、徒歩圏

である施設を中心とした半径 800ｍの範囲（徒歩 10 分以内の範囲）は、居住可能な市街化区域

全域をおおむねカバーしています。 

・徒歩圏の人口カバー率は、約 86％となっています。 

 

図 医療施設の徒歩圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：医療施設の位置は、i タウンページより収集 
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■福祉施設 
 

・福祉施設（デイサービスセンター、グループホームなど）は、市内各地に分布しており、徒歩圏

である施設を中心とした半径 800ｍの範囲（徒歩 10 分以内の範囲）は、居住可能な市街化区域

*全域をおおむねカバーしています。 

・徒歩圏の人口カバー率は、約 95％となっています。 

 

図 福祉施設の徒歩圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉施設の位置は、千歳市ホームページ、i タウンページより収集 
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■商業施設 
 

・商業施設（スーパーマーケット、コンビニエンスストア）は、各地に分布しており、徒歩圏であ

る施設を中心とした半径 800ｍの範囲（徒歩 10 分以内の範囲）は、居住可能な市街化区域*全

域をおおむねカバーしています。 

・徒歩圏の人口カバー率は、約 96％となっています。 

 

図 商業施設の徒歩圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業施設の位置は、i タウンページより収集 
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■子育て支援施設 
 

・子育て支援施設（幼稚園、保育園、認定こども園、児童館など）は、市内各地に分布しており、

徒歩圏である施設を中心とした半径 800ｍの範囲（徒歩 10 分以内の範囲）は、居住可能な市街

化区域*全域をおおむねカバーしています。 

・徒歩圏の人口カバー率は、約 93％となっています。 

 

 

図 子育て支援施設の徒歩圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援施設の位置は、千歳市ホームページより収集 
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 公共交通 
 

・鉄道・バスは、JR 千歳駅や市立千歳市民病院を交通結節点として生活交通体系を構築しており、

JR 駅を中心とした半径 800ｍ及びバス停を中心とした半径 300ｍの範囲は、居住可能な市街化

区域*全域をおおむねカバーしています。 

・徒歩圏の人口カバー率は、約 88％となっています。 

 

 

 

図 公共交通機関の徒歩圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：バス停の位置は、千歳バスマップより収集 
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 財政 
 

・財政力指数*は、道内他都市と比較し、高い水準にあります。 

・歳入のうち、市税は人口増加を反映して増加傾向にあります。 

・歳出のうち、医療費などを含む扶助費*は、年々増加傾向にあります。 

 

図 各都市の財政力指数 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道 HP※H29～R1 の平均 

図 歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市町村別決算状況調 

図 歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市町村別決算状況調 
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 災害 
 

・土砂災害特別警戒区域*及び土砂災害警戒区域*は、緑町や大和、桂木などに指定され、土砂災

害の発生が懸念されます。 

・洪水浸水想定区域*（想定最大規模）は、東郊や豊里、幸福、東雲町、朝日町、本町、真々地な

どに分布しています。 

・大規模盛土造成地*は、泉沢地域や市街地の西部に分布しています。 

 

 

図 災害危険区域、避難所などの分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道土砂災害警戒情報システム 

   千歳市洪水・土砂災害ハザードマップ 

   千歳市ホームページ 
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｜02｜ 市民意向の現状把握 

 

まちづくりに対する市民意向などを把握し、今後のまちづくりに生かしていくため、市民アン

ケート調査を実施しました。 

 

 千歳市全体の都市づくりの満足度・重要度 
 

・都市づくりについて満足度が高かった項目は、「豊かな自然環境が残されている」、「都市間を結

ぶ道路が整っている」、「大規模公園が整っている」などです。この結果は第 2 期都市計画マス

タープラン策定の際に実施したアンケート結果と一致しています。 

・満足度が低くかつ重要度が高い項目は、優先的に改善していくべき項目であり「中心市街地地

区に、にぎわいや活気がある」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度 千歳市の今後のまちづくりに関する市民アンケート 

  

１３．千歳市の暮らしやすさ

１２．路線バスが利用しやすい

１１．歩道が整っている

１０．市内の主要な施設を

結ぶ道路が整っている

９．都市間を結ぶ道

路が整っている

８．景観が形成されている

７．大規模公園が整っている

６．まちなかでも多くの緑を感じる

５．豊かな自然環境が

残されている

４．工業団地が充実し、経済発

展・工業振興に貢献している

３．中心市街地地区に、にぎ

わいや活気がある

２．住宅地が計画的に造られ、人

口定着につながっている

１．住・商・工がバランスよ

く配置されている

11
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 今後のまちづくりの進め方 
 

・将来にわたって住み続けられる千歳市を実現するため、今後求められるまちづくりの進め方と

して、「中心市街地地区だけでなく、身近なところにも生活を支える一定の機能を確保し、交通

ネットワークでつなぐ」が最も多くなっており、60.6％の方が選択しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度 千歳市の今後のまちづくりに関する市民アンケート 

 

 

  

570

444

404

333

279

202

167

139

33
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⑥中心市街地地区だけでなく、身近なところにも生活を

支える一定の機能を確保し、交通ネットワークでつなぐ

③計画段階から市民の意向を反映して、

ニーズに合った効果的な計画を立案する

②老朽施設を更新するとき、維持管理に費用や

手間のかからない仕様・方法に切り替える

①限られた財源を有効活用するため、“選択

と集中”によるメリハリある投資を行う

④民間事業者等に維持管理を含めた施設の運用と

あわせ施設整備を行うなど、民間活力を活用する

⑤中心市街地地区に施設を集約し

利便性の高いまちづくりを進める

⑦道内空港一括民営化に伴う新千歳空港

への資と共に進める計画を立案する

⑧近年の人口増加に対応し住宅地を拡大する

⑨その他

まちづくりの進め方

n=940

60.6％ 

47.2％ 

42.8％ 

35.4％ 

29.7％ 

21.5％ 

17.8％ 

14.8％ 

3.5％ 
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｜03｜ 課題の整理 

 

「｜0１｜都市構造の現状把握」に示したとおり、千歳市の推計人口は、推計の基準年である平

成 27 年（2015 年）の国勢調査人口を令和 12 年（2030 年）まで上回り、以降は下回る推計と

なっていますが、立地適正化計画の主な対象区域となる市街化区域*内人口に限った場合、令和 22

年（2040 年）まで基準年を上回る推計となっています。つまり、本計画の計画期間内は人口増加

期であると言えますが、将来の人口減少に備えた持続可能なまちづくりのため、人口増加期及び

人口減少期の両期間について課題の整理を行います。 

 

項目 
課題 

人口増加期 人口減少期 

人口 

・これまでコンパクトなまちづくりを進めて

きており、住宅用地の供給量減少が原因と想

定される地価の上昇がみられることや総人

口・市街化区域*内人口が令和7 年（2025 年）

まで増加の推計となっていることから、居住の

場が不足する恐れがあります。 
 

▷［子育て世代を含む生産年齢層*を中心とし

たニーズに対応する居住の場を確保する

必要があります。］ 
 

・少子高齢化の進展や人口減少により、一定の居

住密度により支えられてきた都市機能*の維

持が困難になり、生活利便性が低下することで

更に人口が減少する恐れがあります。 

 

▷［生活利便性を確保し、高齢化対策や人口の

維持を図る必要があります。］ 

・人口増加期においても他地域に比べ人口減少が推計されている泉沢地域では、少子高齢化や人口

減少が他地域に比べ、より進む恐れがあります。 
 

▷［泉沢地域は、子育て世代を含む生産年齢層*を中心とした居住誘導を図る必要があります。］ 
 

都市

機能 

・空港機能の強化や民営化、高速インターチェ

ンジの開通などを背景に中心市街地などでは

共同住宅や宿泊施設などの建設が進み、地価

上昇の兆しが見られます。 
 

▷［人口増加を維持していくため、集積して

いる都市機能*を生かし、都市の活力増

進を継続する必要があります。］ 
 

・人口減少や築年数の古い建物が集中し高齢化

が進む地区では、都市のスポンジ化*の進展

により、一定の人口密度に支えられた都市機

能*の維持が困難になる恐れがあります。 
 

▷［生活利便性を低下させないよう都市機能*

を維持する必要があります。］ 

・都市づくりの各分野について満足度・重要度を質問したアンケート結果では、「中心市街地地区

に、にぎわいや活気がある」について満足度が低くかつ重要度が高い評価となっています。 
 

▷［中心市街地地区に、にぎわいや活気を創出する必要があります。］ 
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項目 
課題 

人口増加期 人口減少期 

都市

機能 

・市民の生活を支える医療施設、福祉施設、商業施設及び子育て支援施設の分布とそれによる徒歩

圏は、居住可能な市街化区域*をおおむねカバーしていますが、高齢化の進展により、高齢者の利

便性が低下する恐れがあります。 
 

▷［高齢者のみならず子育て世代を含む生産年齢層*の市民が便利で健康的に歩いて暮らせるよう

利便性の高い地区の形成を進めていく必要があります。］ 
 

公共

交通 

・JR 千歳駅や市立千歳市民病院を交通結節点とした鉄道・バスによる生活交通体系を構築し

ていますが、少子高齢化の進展により、利用者数が減少する恐れがあります。 
 

▷［使いやすい公共交通を引き続き確保していく必要があります。］ 
 

財政 

・歳入の市税は、人口増加を反映して徐々に増加していますが、歳出の医療費などを含む扶助費*

は、年々増加傾向にあり、人口減少や高齢化の進展により、市税の減少や扶助費*の増加が市

の財政を圧迫する恐れがあります。 
 

▷［既存の施設や都市施設*を有効に活用する必要があります。］ 
 

災害 

・近年の大雨などによる災害が激甚化*の傾向にあることから、市街地における災害の発生が懸

念されます。 
 

▷［市民や事業者の災害に対する意識啓発を図る必要があります。］ 
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ⅠⅠⅠ. . 基本的な方針 

｜01｜まちづくり方針 

｜02｜目指すべき都市の骨格構造 

｜03｜施策・誘導方針 
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III. 基本的な方針  

｜01｜ まちづくり方針 

 

 考え方 

本計画のまちづくり方針は、都市機能*や居住を誘導していくため、課題に基づいた目的を明

確化し、効果的な施策を実施する基本方針となるものであり、「千歳市第３期都市計画マスター

プラン」の将来都市像、都市づくりの５つの基本目標と連動するものとします。 

都市づくりの目標のうち、［安全］に関する部分は、防災指針にてその内容を具体化します。 

 

将来都市像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 まちづくり方針の位置づけ 

第３期都市計画マスタープラン 

都市づくりの目標 

立地適正化計画 

との連動性 

［定住］ 

誰もが将来にわたり快適に住み続

けられる都市づくり 

◎ 

［活動］ 

市民活動や企業活動が発展する 

都市づくり 

○ 

［交流］ 

人と物が活発に行きかう賑わいと

活力ある都市づくり 

○ 

［安全］ 

災害に備えた安心・安全で自然と共

存する都市づくり 

◎ 

［持続］ 

多様性があり持続可能で効果的な

都市づくり 

◎ 

  

防災指針 

まちづくり方針 

人をつなぐ：人口の増加を維持し、多彩な市民や

企業、団体、行政が互いにつながり支え合いなが

ら、人と活力、魅力があふれる“幸せを感じるまち” 

世界をつなぐ：まちの勢いを持続し、人や企業が

新千歳空港を通じて世界とつながり、国籍を問わ

ず多様な人・価値観を受け入れる“開かれたまち” 

空のまち：村民の手によって造られた一本の着陸

場を原点とする開拓精神や空港とともに歩んでき

た歴史をまちの誇りに、空港とともに成長・発展

し、人と物が活発に行き交う“活力あふれるまち” 
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 まちづくり方針の設定 

 

千歳市は、人口減少傾向が著しい北海道において、人口増加が見込まれる数少ない都市

です。この人口増加の機会を生かし、都市機能*の増進、安全性や利便性の確保を進めるこ

とで持続可能な都市構造の構築につなげ、人口減少に転じる前から人口減少期を見据えた

まちづくりを進めます。 

 

まちづくり方針１．［人口増加期］ 

■ 人口増加の機会を生かした、都市の活力増進や居住の場を確保します。 

空港機能の強化や広域交通機能の拡充を背景とした人口増加の見通しを更なる発展

の機会と捉え、都市機能*の維持・誘導により、引き続き都市の活力増進を図ります。

これにより市内への子育て世代を含む生産年齢層*のニーズを高め、新たな住宅地の形

成や既存ストック*の活用により居住の場の確保を図ります。 

 

まちづくり方針２．［人口減少期を見据えて］ 

■ 将来の人口減少や更なる少子高齢化に備え、 

歩いて暮せる生活利便性の高い地区の形成を進めます。 

将来の人口減少により、一定の人口密度に支えられてきた生活利便機能*が低下する

のを防止し、高齢になっても健康的に住み続けられ、あらゆる世代にとって便利な環

境とするため、集積している都市機能*を生かし、歩いて暮せる生活利便性の高い地区

の形成を図ります。 
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 将来都市構造図の共有 

「千歳市第３期都市計画マスタープラン」では、これまでのまちづくりの進捗や課題を踏ま

えるとともに、本計画と整合を図り、今後のあるべき姿として、３つの将来都市構造を描いて

います。 

本計画が目指す都市の骨格構造についても、第３期都市計画マスタープランの将来都市構造

に整合するものとします。 

 

■［定住・安全・持続］の将来都市構造図 
 

本計画では、特に生活利便を中心とした都市機能*の集約、居住密度の維持・向上、防災・

減災の取り組みに関連する［定住・安全・持続］の将来都市構造と連動した居住誘導区域や都

市機能誘導区域の設定を図ります。 

 

図 ［定住・安全・持続］の将来都市構造 
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各要素の方向性 

●中心拠点 

[JR 千歳駅・市役所周辺] 

・行政、商業、娯楽、文化、福祉などの施設が集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定

を想定します。 

●生活・活動拠点 

[JR 長都駅周辺、泉沢タウンセンター地区周辺、国道 36 号沿道、中央大通沿道、30 号通沿道] 

・地域の日常生活を支える施設が集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定を想定しま

す。 

●医療・生活拠点 

[市立千歳市民病院周辺] 

・医療や日常生活を支える施設などが集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定を想定

します。 

●福祉・生活拠点 

[大和] 

・福祉や日常生活を支える施設などが集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定を想定

します。 

●防災拠点 

・災害対応や防災まちづくりを支える施設として利活用します。 

※立地適正化計画の居住誘導区域や都市機能誘導区域指定は想定しません。 

●主要な居住ゾーン 

・市民が快適に住み続けられるエリアとして、居住誘導区域の設定を想定します。 
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■［活動・持続］の将来都市構造図 
 

［活動・持続］は商業や工業などの企業活動の場の集積と、空港や高速道路などの物流ネ

ットワークの強化を目指す将来都市構造です。 

本計画の居住誘導区域や都市機能誘導区域になりませんが、働く場の確保は市内の定住促

進に大きく影響することから、ビジョンの共有、施策の連携に努めるものとします。 

 

図 ［活動・持続］の将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各要素の方向性 

・主な工業・業務地及び産業支援・交流業務地*のうち、市として重点的に整備・誘致を図る

地区は、市独自区域の設定を想定します。 
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■［交流・持続］の将来都市構造図 
 

［交流・持続］は観光振興機能や人流ネットワークの強化、大学、企業、市民の人材交流の

促進を目指す将来都市構造です。 

本計画の居住誘導区域や都市機能誘導区域になりませんが、観光振興による働く場や交流

の場の確保は市内の定住促進に大きく影響することから、ビジョンの共有、施策の連携に努

めるものとします。 

図 ［交流・持続］の将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各要素の方向性 

・おもてなし・交流支援拠点や産業支援・交流業務地*のうち、市として重点的に整備・誘致

を図る地区は、市独自区域の設定を想定します。  
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｜02｜ 目指すべき都市の骨格構造 

 

まちづくり方針を踏まえ、課題に対応するため、市内各地に身近な拠点を配置し、それらが中

心拠点を補完することで、拠点周辺から縁辺部まで、便利に住み続けられる環境を維持・拡充す

る『多核連携型』都市構造を目指します。 

千歳市が目指す『多核連携型』都市構造における拠点は、これまでのまちづくりの進捗や都市

機能*の集積などを踏まえ、８拠点とします。 

 

目指すべき都市の骨格構造     将来にわたり住み続けられる『多核連携型』都市構造 
 
 

■中心拠点（１か所）     ■生活・活動拠点（５か所） 

（JR 千歳駅・市役所周辺）  （JR 長都駅周辺、泉沢タウンセンター地区周辺、 

国道 36 号沿道、中央大通沿道、30 号通沿道） 
 

■医療・生活拠点（１か所）  ■福祉・生活拠点（１か所） 

（市立千歳市民病院周辺）   （大和） 
 
 

現在の都市の状況イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

目指すべき都市の骨格構造イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・中心拠点を補完 

・都市の活力増進をけん引 

身近な拠点の形成
拠点 

中心拠点 

居住の場の確保 

・居住密度の維持・向上 

災害に対する意識啓発 

利便性の高い地区の形成 

既存ストック*の活用 

凡例 高 

低 

人口・都市機能の集積 高齢化の進展 

すでに集積している都市機能* 

居住ニーズへの対応 

にぎわい不足 
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｜03｜ 施策・誘導方針 

 

目指すべき都市の骨格構造を踏まえ、「Ⅱ.現状把握と課題」で整理した課題に対する施策・誘導

方針を次のとおりとします。 

 

 

課題 施策・誘導方針 

［子育て世代を含む生産年齢層*を中心

としたニーズに対応する居住の場を確

保する必要があります。］ 

・新たな住宅地の形成や既存ストック*の活用により

居住の場の確保を図ります。 

・移住・定住を促進するため、働く場の確保に努めま

す。 

［生活利便性を確保し、高齢化対策や人口

の維持を図る必要があります。］ 

・拠点へ都市機能*の維持・集積を促し、拠点周辺で

利便性の高い地区を形成することで、将来、人口減

少しても一定程度の人口密度の維持に努めます。 

［泉沢地域は、子育て世代を含む生産年齢

層*を中心とした居住誘導を図る必要

があります。］ 

・泉沢地域は、住み替えを促進するとともに、子育て

しやすい住環境の維持を図り、居住密度の維持に努

めます。 

［人口増加を維持していくため、集積して

いる都市機能*を生かし、都市の活力増

進を継続する必要があります。］ 

・集積している都市機能*や既存ストック*を生かし

つつ、だれもが便利に暮らせる機能の維持・集積、

特に中心拠点では、集客性のある都市機能*の集積

を促します。 

［生活利便性を低下させないよう都市機

能*を維持する必要があります。］ 

・市内各地に拠点を配置することで、周辺住民の生活

利便サービスの利用を促し、将来にわたり都市機能

*の維持に努めます。 

［中心市街地地区に、にぎわいや活気を創

出する必要があります。］ 

・中心拠点として、行政や商業、文化、福祉などの施

設の集積を促します。 

［高齢者のみならず子育て世代を含む生

産年齢層*の市民が便利で健康的に歩

いて暮らせるよう利便性の高い地区の

形成を進めていく必要があります。］ 

・拠点の周辺に徒歩や公共交通で生活利便サービス

を利用できる利便性の高い地区の形成を促します。 

［使いやすい公共交通を引き続き確保し

ていく必要があります。］ 

・一定程度の人口密度を維持することで、公共交通の

利用を促し、将来にわたり公共交通の確保に努める

とともに、駅などの交通結節機能の強化を図りま

す。 

［既存の施設や都市施設*を有効に活用

する必要があります。］ 

・公共・公益施設*は、拠点への集約や統廃合も含め

た今後の施設のあり方、修繕を検討し、道路や下水

道などの都市施設*は、既存ストック*の有効活用

を図ります。 

［市民や事業者の災害に対する意識啓発

を図る必要があります。］ 

・土砂災害の発生が懸念される個所は、市民や事業者

の災害に対する意識啓発を図ります。 
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Ⅳ. 各誘導区域と誘導施設 

｜01｜居住誘導区域の設定 

｜02｜都市機能誘導区域の設定 

｜03｜市独自区域の設定 

｜04｜誘導施設の設定 

 



千 歳 市 立 地 適 正 化 計 画  

36 

 

IV. 各誘導区域と誘導施設  

｜01｜ 居住誘導区域の設定 

 

 考え方 

 

居住誘導区域は、都市計画運用指針*において「人口減少の中にあっても一定のエリア

において人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティ*が持続的に確

保されるよう、居住を誘導する区域」とされ、居住誘導区域に含まない範囲の考え方な

どについても示されています。 

目指すべき都市の骨格構造や施策・誘導方針、都市計画運用指針*を踏まえ、居住誘導

区域の考え方を、次のとおりとします。 

 

 

 

■居住誘導区域の設定 
 

千歳市では、これまでコンパクトなまちづくりを進めてきていることや計画期間内において、

居住誘導区域の対象地となる市街化区域*内の人口が維持される推計となっていることから、現在

の市街化区域*を基本に居住誘導区域を設定します。 

新市街地が整備された場合は、居住誘導区域の設定を検討します。 

 

 

■居住誘導区域に含まない区域の検討 
 

都市計画運用指針*に基づき、居住誘導区域に含まない区域について、個別に検討します。なお、

市街化調整区域*や土砂災害特別警戒区域*などは、居住誘導区域に含まない区域となっています。 

 

 

項目 具体例（都市計画運用指針（抜粋）） 

災害リスク、警戒避難体制の

整備状況などを勘案し、居住

を誘導することが適当では

ないと判断される場合は、原

則として含まない区域 

・土砂災害警戒区域* 

・洪水浸水想定区域* など 

慎重な判断が必要な区域 

・工業専用地域 

・法令により住宅の建築が制限されている区域 

・居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 など 
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●災害リスク、警戒避難体制の整備状況などを勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判

断される場合は、原則として含まない区域 

 

市街化区域*内の土砂災害警戒区域*及び洪水浸水想定区域*は、次のとおりです。 

 

 

図 市街化区域内の土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道土砂災害警戒情報システム 

   千歳市洪水・土砂災害ハザードマップ 

 

  

［洪水浸水想定区域］ 

幸福周辺 

［洪水浸水想定区域］ 

東郊・豊里周辺 

［洪水浸水想定区域］ 

東雲町周辺 

［土砂災害警戒区域］ 

緑町、大和、桂木、新星 
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［土砂災害警戒区域］ 

土砂災害警戒区域*は、緑町や大和、桂木などが指定され、指定区域においても高齢化が

進展する推計となっており、避難時間の増加が考えられることから、ハザードマップ*での

意識啓発に加え、より災害に対する意識啓発を図るため、居住誘導区域に含めないことと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道土砂災害警戒情報システム、千歳市ホームページ 

 

 

［洪水浸水想定区域］ 

洪水浸水想定区域*は、東郊や豊里、幸福、東雲町、朝日町、本町、真々地などに分布し

ていますが、市街化区域*内の宅地部分についてはおおむね 1.0ｍ未満の浸水深であり、水

平避難*に加え垂直避難*も考えられること、計画的な避難行動やハザードマップ*による

意識啓発を図っていることから、居住誘導区域に含めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東郊・豊里周辺 

■  3.0以上～

■  2.5以上～3.0未満

■  2.0以上～2.5未満

■  1.5以上～2.0未満

■  1.0以上～1.5未満

■  0.5以上～1.0未満

■  0.5m ～0.5未満

浸　水　深（ｍ）
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●慎重な判断が必要な区域 

工業専用地域や特別工業地区*、地区計画*のうち居住を制限する区域、大規模な公園緑地な

どは、居住が制限されていることから、居住誘導区域に含めないこととします。  

幸福周辺 

東雲町周辺 

■  3.0以上～

■  2.5以上～3.0未満

■  2.0以上～2.5未満

■  1.5以上～2.0未満

■  1.0以上～1.5未満

■  0.5以上～1.0未満

■  0.5m ～0.5未満

浸　水　深（ｍ）

■  3.0以上～

■  2.5以上～3.0未満

■  2.0以上～2.5未満

■  1.5以上～2.0未満

■  1.0以上～1.5未満

■  0.5以上～1.0未満

■  0.5m ～0.5未満

浸　水　深（ｍ）
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 居住誘導区域の設定 

前述の考え方に基づき設定した区域は、次のとおりです。 
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図 居住誘導区域の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市街化区域に占める割合 

居住誘導区域が市街化区域*に占める割合は、次のとおりです。 

 

区域 面積 市街化区域に占める割合 

市街化区域 3,207ha ― 

居住誘導区域 1,798ha 約 56.1％ 
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｜02｜ 都市機能誘導区域の設定 

 

 考え方 

 

都市機能誘導区域は、都市計画運用指針*において「原則として、居住誘導区域内にお

いて設定されるものであり、医療や福祉、商業、子育て、教育・文化、行政などの都市

機能*を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービ

スの効率的な提供を図る区域」とされ、範囲の考え方などについて示されています。 

目指すべき都市の骨格構造や施策・誘導方針、都市計画運用指針*を踏まえ、区域の設

定の考え方を次のとおりとします。なお、区域の範囲を明確にする必要があることから、

明確な地形地物（道路の中心）を基本とし、地形地物で設定できない場合は、都市計画*

（用途地域*の区域など）の区域や地番界などとします。 

 

 

 

項目 設定の考え方 

①商業系用途地域を含める 
・商業系用途地域*（近隣商業地域、商業地域）は、原則、都市

機能誘導区域に含めます。 

②生活を支える施設の集積が見

られる箇所を含める 

・商業系用途地域*が指定されていない箇所において、商業・医

療・福祉など生活を支える施設が立地、集積している箇所、集

積が想定される箇所を都市機能誘導区域に含めます。 

③誘導施設の敷地、誘導施設の候

補地（公有地）を含める 

・①及び②で設定した範囲に隣接する誘導施設の敷地や候補地

（公有地）を都市機能誘導区域に含めます。 

④多くの市民の利用する拠点な

どから、おおむね 800m 圏（徒

歩 10 分圏）の範囲内 

・多くの市民の利用が想定される JR 駅（千歳駅・長都駅）や千

歳市役所、または想定したエリアの中心から 800m 圏（徒歩

10 分圏）がおおむね含まれるものとします。 

⑤土砂災害警戒区域は含めない 
・土砂災害警戒区域*は、安全性を確保するため、都市機能誘導

区域に含めません。 

⑥その他を含める 

・千歳市の上位・関連計画において、具体的な取組みがある箇所

や都市機能誘導区域として一体性を確保するために必要な箇

所は含めます。 
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 都市機能誘導区域の設定 

前述の考え方に基づき設定した区域は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心拠点（JR 千歳駅・市役所周辺） 

生活・活動拠点（JR 長都駅周辺） 
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生活・活動拠点（泉沢タウンセンター地区周辺） 

生活・活動拠点（中央大通沿道） 
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生活・活動拠点（国道 36 号通沿道） 

生活・活動拠点（市道 30 号通沿道） 
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医療・生活拠点（市立千歳市民病院周辺） 

福祉・生活拠点（大和） 
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生活・活動拠点 

医療・生活拠点 

生活・活動拠点 

生活・活動拠点 

福祉・生活拠点 

中心拠点 生活・活動拠点 

 

 

図 都市機能誘導区域の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 位置づけ 場所 区域面積 

中心拠点 

・都市の活力増進をけん引する、

行政、商業、娯楽、文化、福祉

などの施設が集積する拠点 

JR 千歳駅・市役所周辺 115.1ha 

生活・活動拠点 

・少子・高齢化が進んでも、日常

生活を支える施設などが集積

する拠点 

JR 長都駅周辺 

泉沢タウンセンター地区周辺 

中央大通沿道 

36 号通沿道 

30 号通沿道 

15.8ha 

45.9ha 

44.0ha 

49.1ha 

25.1ha 

医療・生活拠点 
・医療や日常生活を支える施設

などが集積する拠点 
市立千歳市民病院周辺 16.7ha 

福祉・生活拠点 
・福祉や日常生活を支える施設

などが集積する拠点 
大和 3.6ha 
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 市街化区域に占める割合 

都市機能誘導区域が市街化区域*に占める割合は、次のとおりです。 

 

区域 面積 市街化区域に占める割合 

市街化区域 3,207ha ― 

都市機能誘導区域 315ha 約 9.8％ 

 

  

市街地 
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｜03｜ 市独自区域の設定 

 

千歳市第７期総合計画の基本目標では、豊かな自然環境をはじめ、新千歳空港や多くの立地企

業・人材など、千歳市が持つ地域資源を生かし産業の振興を図るため、工業団地や流通業務地*、

産業支援・交流業務地*等への企業誘致などを進め、市民の生活が豊かになり、地域経済も発展す

る「地の利と資源を生かした産業のまち」を目指すこととしています。 

基本目標の達成や働く場の確保による移住・定住促進のため、新千歳空港や高速道路、道央圏

連絡道路*など広域交通機能に優れた市街地西部や流通業務団地、オフィス・アルカディア*地区、

美々地区について、市民や企業、大学、来訪者による様々な活動・交流を促す区域として、市独自

区域である「活動・交流促進地区」を設定します。 

 

図 活動・交流促進地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動・交流促進地区
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｜04｜ 誘導施設の設定 

 

 考え方 

 

誘導施設は、都市計画運用指針*において「都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべ

き都市機能増進施設」とされ、都市機能増進施設は、「医療や福祉、子育て支援、商業な

ど居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能*の

増進に著しく寄与するもの」と示されています。 

誘導施設を設定するため、施策・誘導方針や都市計画運用指針*を踏まえ、拠点（都市

機能誘導区域）における都市機能*の考え方を整理します。 

中心拠点は、都市の活力増進のため集客性が高く、市の中核的な役割を果たす機能と

し、その他の拠点は、身近な生活を支える機能とします。また、誘導施設と連携し立地

が望ましい機能や地域の実情に応じて立地が望ましい機能の考え方も整理します。 

 

 

 

名称 位置づけ 都市機能の考え方 

中心拠点 

都市の活力増進をけん

引する、行政、商業、娯

楽、文化、福祉などの施

設が集積する拠点 

・都市の活力増進を図るため、行政、大規模店舗、文化、福

祉の各分野の中核的で高次なサービスを提供でき、集客力

のある機能を維持・誘導する。 

・上記の機能と連携し、集客・賑わいを高める観点から、一

定規模の店舗や医療施設、金融機関、福祉機能が立地する

ことが望ましい。 

・学校や保育園などの子育て支援施設、体育施設は、既存施

設の更新や再編・統廃合の動向、拠点内の用地確保の可能

性など地域の実情に応じて立地することが望ましい。 

生活・活動

拠点 

少子・高齢化が進んで

も、日常生活を支える

施設などが集積する

拠点 

 

・将来の人口減少・少子高齢化を見据え、徒歩でも身近に利

用しやすいようスーパーなどの商業施設、福祉機能（地域

包括支援センター）を維持・誘導する。 

・上記の機能と連携して、医療、行政、一定規模の店舗、図

書館などの機能が立地することが望ましい。 

・学校や保育園などの子育て支援施設、体育施設は、既存施

設の更新や再編・統廃合の動向、拠点内の用地確保の可能

性など地域の実情に応じて立地することが望ましい。 
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名称 位置づけ 都市機能の考え方 

医療・生活

拠点 

医療や日常生活を支

える施設などが集積

する拠点 

・拠点周辺での人口増加を見据え、現状の医療・福祉機能を

維持する。 

・上記の機能と連携して、医療や一定規模の店舗、金融、コ

ミュニティセンターなどの機能が立地することが望まし

い。 

・学校や保育園などの子育て支援施設、体育施設は、既存施

設の更新や再編・統廃合の動向、拠点内の用地確保の可能

性など地域の実情に応じて立地することが望ましい。 
 

福祉・生活

拠点 

福祉や日常生活を支

える施設などが集積

する拠点 

・将来の人口減少・少子高齢化を見据え、現状の福祉機能を

維持する。 

・上記の機能と連携して、医療施設、コミュニティセンター

の機能が立地することが望ましい。 

・学校や保育園などの子育て支援施設、体育施設は、既存施

設の更新や再編・統廃合の動向、拠点内の用地確保の可能

性など地域の実情に応じて立地することが望ましい。 

 

  

市立千歳市民病院 
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 誘導施設の設定 

拠点周辺で利便性の高い地区の形成を図るため、前述の考え方に各拠点を除いた居住誘導区

域における都市機能*の考え方などを加え、誘導施設を次のとおり設定します。 

 

区分 施設種別 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 (都市機能

誘導区域

外の区域) 中心拠点 
生活・活動 

拠点 

医療・生活 

拠点 

福祉・生活 

拠点 

商業 

コンビニエンスストアなど ○ ○ ○  ○ 

3,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以下の

生鮮食料品を扱う小売店舗 
◎ ◎ ○  △ 

10,000 ㎡を超える生鮮食料品を

扱う小売店舗 
◎     

金融機関（銀行、郵便局） ○ ○ ○  △ 

医療 

病院（２次救急医療機関を除く）･

診療所（内科、小児科） 
○ ○ ○ ○ ○ 

病院（２次救急医療機関） ◎ ○ △  △ 

市立千歳市民病院   ◎   

高齢者 

福祉 

総合福祉センター ◎     

地域包括支援センター ○ ◎ ◎ ◎ △ 

子育て 

教育 

文化 

幼児教育・保育施設 △ △ △ △ △ 

小学校・中学校 △ △ △ △ △ 

高等教育機関（大学・高校） △ △ △ △ △ 

図書館（分館含む） ○ ○ ○  △ 

博物館（登録博物館・博物館相当施

設） 
○ ○   △ 

千歳市民文化センター ◎     

体育施設（武道館・スポーツセンタ

ー・体育施設・温水プール） 
△ △ △ △ △ 

その他 
行政施設（市役所など） ◎ ○   △ 

コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ △ 

◎：誘導施設、〇：立地が望ましい施設、△：地域の実情に応じて立地が望ましい施設 
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Ⅴ. 届出制度 

｜01｜届出制度の概要 

｜02｜居住誘導区域に関する届出 

｜03｜都市機能誘導区域に関する届出 
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V. 届出制度  

｜01｜ 届出制度の概要 

 

都市再生特別措置法*第 88 条、第 108 条、第 108 条の２の規定に基づき、居住誘導区域外ま

たは都市機能誘導区域外などで以下の行為を行う場合、原則として着手の 30 日前までに市へ届

出が必要になります。 

届出は、住宅開発や誘導施設の整備などを制限するものではありません。 

 

 

 

 

｜02｜ 居住誘導区域に関する届出 

 

 対象区域 

届出の対象区域は、立地適正化計画の区域（都市計画区域）のうち、居住誘導区域外の区域と

なります。 

図 居住誘導区域に関する届出対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象行為 

届出の対象行為は、一定規模以上の住宅開発などであり、具体的には次のいずれかの行為です。 

 

区分 届出対象行為 例 

開発 

行為 

・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為* 

・１戸または２戸の住宅の建築目的の開

発行為*で、その規模が 1,000 ㎡以上

のもの 

・３戸の開発行為 

▷届出必要 

 

 

・２戸 800 ㎡の開発 

行為▷届出不要 

建築等

行為 

・３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、または建築物の用途

を変更して３戸以上の住宅とする場合 

・３戸の建築行為 

▷届出必要 

 

 

・１戸の建築行為 

▷届出不要 

■立地適正化計画の区域 

・市街化調整区域* 

・市街化区域*のうち居住誘導区域外 

 ■居住誘導区域 

 
■都市機能誘導区域 

一定規模以上の住宅の開発行為*・建築などの行為を行う場合 

・届出 必要 

・届出 不要 

・届出 不要 
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｜03｜ 都市機能誘導区域に関する届出 

 

 対象区域 

届出の対象区域は、原則、立地適正化計画の区域（都市計画区域）のうち、都市機能誘導区域

外の区域となりますが、都市機能誘導区域内も対象になる場合があります。 

 

図 都市機能誘導区域に関する届出対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象行為 

届出の対象行為は、誘導施設を有する建築目的の開発行為*などをする場合、もしくは都市機

能誘導区域内の誘導施設を休止または廃止する場合であり、具体的には次のいずれかの行為で

す。なお、都市機能誘導区域内でも、当該区域の誘導施設として定められていない誘導施設を

開発・建築する場合は、届出が必要になります。 

 

区分 行為の種類 例 

開発 

行為 

・誘導施設を有する建築物の

建築目的の開発行為*を行

おうとする場合 

  

建築等

行為 

・誘導施設を有する建築物を

新築しようとする場合 

・建築物を改築し誘導施設を

有する建築物とする場合 

・建築物の用途を変更し誘導

施設を有する建築物とする

場合 

休廃止

する 

場合 

・都市機能誘導区域内で、誘導

施設を休止または廃止しよ

うとする場合 

■立地適正化計画の区域 

・市街化調整区域* 

・市街化区域*のうち 

居住誘導区域外 

 ■居住誘導区域 

 

 
■都市機能誘導区域 

誘導施設を有する建築目的の開発行

為*などをする場合 

・届出 必要 

・当該区域の誘導施設は  

届出 不要 

・当該区域の誘導施設ではな

い誘導施設は届出 必要 

都市機能誘導区域内の誘導施設を 

休止または廃止する場合 

・届出 必要 

－ 

－ ・届出 必要 

立地適正化計画の区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

（中心拠点） 

２次救急医療機関などの 

○開発・建築▷届出不要 

○休止・廃止▷届出必要 

２次救急医療機関などの 

○開発・建築▷届出必要 

都市機能誘導区域 

（生活・活動拠点） 

２次救急医療機関などの 

○開発・建築▷届出必要 

２次救急医療機関などの 

○開発・建築▷届出必要 
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 対象施設 

届出の対象施設は、「Ⅳ.各誘導区域と誘導施設」で設定した誘導施設であり、具体的には次の

とおりです。 

 

区分 誘導施設 定義 

誘導する 

都市機能 

誘導区域 

商業 

3,000 ㎡を超え

10,000 ㎡以下の生鮮

食料品を扱う小売店舗 

・「大規模小売店舗立地法第２条」に規定され

る店舗面積：3,000 ㎡超 10,000 ㎡以下 

・生鮮食料品（野菜・果物類および食肉・魚

介類）を取り扱う 

中心拠点 

生活･活動拠点 

10,000 ㎡を超える 

生鮮食料品を扱う小売

店舗 

・「大規模小売店舗立地法第２条」に規定され

る店舗面積：10,000 ㎡超 

・生鮮食料品（野菜・果物類および食肉・魚

介類）を取り扱う 

中心拠点 

医療 

病院       

（２次救急医療機関） 

・「救急病院等を定める省令（昭和 39 年厚

生省令第８号）」に基づき北海道知事が認

定した救急告示医療機関及び休日・夜間に

入院を要する重症救急患者に対応する救

急医療機関として病院群輪番制に参加す

る医療機関 

中心拠点 

市立千歳市民病院 
・「千歳市病院事業の設置等に関する条例」

に定める、市立千歳市民病院 
医療･生活拠点 

高齢者 

福祉 

総合福祉センター 
・「千歳市総合福祉センター条例」に定める、

千歳市総合福祉センター 
中心拠点 

地域包括支援センター 
・「介護保険法第 115 条の 46 第１項」に規

定する、地域包括支援センター 

生活･活動拠点 

医療･生活拠点 

福祉･生活拠点 

子育て 

教育 

文化 

千歳市民文化センター 
・「千歳市民文化センター条例」に定める、

千歳市民文化センター 
中心拠点 

その他 
行政施設     

（市役所など） 
・行政機能を有する施設 中心拠点 
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Ⅵ. 誘導施策 

｜01｜誘導施設の整理 
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VI. 誘導施策  

｜01｜ 誘導施策の整理 

 

 考え方 

 

施策・誘導方針に基づき、居住や都市機能*などの誘導を図る誘導施策を整理します。 

施策内容は、財政上、金融上、税制上の支援施策なども含め、国等が直接行う施策及

び国の支援を受けて市町村が行う施策、並びに市町村が独自に講じる施策に大別し、そ

れぞれ連携を図りながら効果的に進めていくものとします。 

国等が直接行う施策及び国の支援を受けて市町村が行う施策などについては、限られ

た財源の有効活用の観点から、都市全体を見渡し、有効性が高いと考えられるものを検

討します。 

 

 

 

 居住に関する誘導施策 

居住に関する誘導施策を次のとおり実施または検討します。 

 

施策・誘導方針 

誘導施策 

法律、国等の支援により 

実施または検討 
市が独自に実施または検討 

・新たな住宅地の形成や既存

ストック*の活用により居

住の場の確保を図ります。 

・拠点へ都市機能*の維持・集

積を促し、拠点周辺で利便

性の高い地区を形成するこ

とで、将来、人口減少しても

一定程度の人口密度の維持

に努めます。 

・泉沢地域は、住み替えを促進

するとともに、子育てしや

すい住環境の維持を図り、

居住密度の維持に努めま

す。 

・居住誘導区域外の一定規模以

上の住宅の建築･開発に係る

届出 

・地域居住機能再生推進事業 

・住宅市街地総合整備事業 

・立地誘導促進施設協定制度 

など、居住を誘導する事業 

・新たな住宅地の形成 

・地区計画*などによる良好な

住環境の維持･形成 

・用途地域*や地区計画*などの

変更 

・住まいに関する情報提供、空き

家バンク*など、様々な住宅施

策の推進 

・泉沢地域は、子育てしやすいゆ

とりある住環境の維持保全 
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 都市機能に関する誘導施策 

都市機能*に関する誘導施策を次のとおり実施または検討します。 

 

施策・誘導方針 

誘導施策 

法律、国等の支援により 

実施または検討 
市が独自に実施または検討 

・集積している都市機能*

や既存ストック*を生か

しつつ、だれもが便利に

暮らせる機能の維持・集

積、特に中心拠点では、集

客性のある都市機能*の

集積を促します。 

・市内各地に拠点を配置す

ることで、周辺住民の生

活利便サービスの利用を

促し、将来にわたり都市

機能*の維持に努めます。 

・中心拠点として、行政や

商業、文化、福祉などの施

設の集積を促します。 

・拠点の周辺に徒歩や公共

交通で生活利便サービス

を利用できる利便性の高

い地区の形成を促しま

す。 

・都市機能誘導区域外の誘導施

設の整備に係る届出 

・都市機能誘導区域内の誘導施

設の休廃止に係る届出 

・都市構造再編集中支援事業 

・市街地再開発事業 

・優良建築物等整備事業 

・まち再生出資（民都機構による

支援） 

・まちなかウォーカブル推進事業 

・低未利用土地権利設定等促進

計画制度 

・特定誘導地区 

など、都市機能*を誘導する事業 

・地区計画*などによる良好な環

境の維持・形成 

・用途地域*や地区計画*などの

変更 

・商店街における空き店舗の増

加防止等に係る取組の支援 

・中心市街地をマネジメントす

るためのエリアプラットフォ

ーム*の構築 

・JR 千歳駅やグリーンベルト*、

千歳川周辺で居心地がよく歩

きたくなるような歩行・滞留空

間の形成 

・公共未利用地の活用促進 

・大和地区のコミュニティセン

ターの整備 

・JR 千歳駅や市立千歳市民病院

の交通結節点としての機能向

上 

  

泉沢向陽台住宅地 
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 その他の施策 

その他の施策として次のとおり実施または検討します。 

 

施策・誘導方針 

誘導施策 

法律、国等の支援により 

実施または検討 
市が独自に実施または検討 

＜活動・交流促進地区＞ 

・移住・定住を促進するた

め、働く場の確保に努め

ます。 

 ・地区計画*などによる良好な

環境の維持・形成 

・用途地域*や地区計画*などの

変更 

・製造業をはじめ多様な企業の

立地を促進する企業誘致の推

進 

・企業などが取り組むリモート

ワーク等の多様な働き方を支

援し、サテライトオフィス*等

の設置を促進 

＜公共交通＞ 

・一定程度の人口密度を維

持することで、公共交通

の利用を促し、将来にわ

たり公共交通の確保に努

めるとともに、駅などの

交通結節機能の強化を図

ります。 

 ・円滑な交通確保に向けた都市

幹線街路*の整備 

・市内各地点のバス路線網を確

保した快適で利用しやすい公

共交通の充実 

・JR 千歳駅や市立千歳市民病院

の交通結節点としての機能向

上 

＜財政＞ 

・公共・公益施設*は、拠点

への集約や統廃合も含め

た今後の施設のあり方、

修繕を検討し、道路や下

水道などの都市施設*は、

既存ストック*の有効活

用を図ります。 

・都市構造再編集中支援事業 

・都市・地域交通戦略推進事業 

・都市再生整備計画事業 

・まちなかウォーカブル推進事業 

・国際競争拠点都市整備事業 

など 

・公共施設等総合管理計画の考

えに基づいた計画的な改修や

修繕、統廃合の検討 

・定期的な点検と診断結果に基

づく道路施設の計画的な整備

と適切な維持管理 

・水道や下水道施設の適切な維

持管理や老朽化した管等の施

設更新 

＜災害＞ 

・土砂災害の発生が懸念さ

れる個所は、市民や事業

者の災害に対する意識啓

発を図ります。 

 ・土砂災害警戒区域*を居住誘

導区域外に設定 
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Ⅶ. 防災指針と取組 

｜01｜防災指針 

｜02｜防災指針に基づく取組 
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VII. 防災指針と取組  

｜01｜ 防災指針 

 

 考え方 

 

防災指針は、都市計画運用指針*において「居住や都市機能*の誘導を図る上で必要と

なる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針」とされ、災害リスクを踏まえた

課題の抽出を行い、指針を定めるよう示されています。 

まちづくり方針や都市計画運用指針*を踏まえ、防災・減災対策の計画的な取り組みに

より、居住誘導区域内にある災害リスクをできる限り回避あるいは低減させるため、防

災指針を定めます。 

 

 

 

 災害リスクの分析 

近年、頻発・激甚化*の傾向がある水災害などの様々な災害について、影響の範囲や程度を即

地的に定められない地震災害や雪害などを除き、居住誘導区域内における災害リスクの分析の

考え方を整理します。 

 

項目 対象 災害リスクの分析の考え方 

水災害 
・洪水浸水想定区域*  

（想定最大規模） 

・洪水浸水想定区域*の一部を居住誘導区域に含め

ているため、災害リスクの分析を行います。 

土砂災害 
・土砂災害特別警戒区域* 

・土砂災害警戒区域* 

・土砂災害特別警戒区域*及び土砂災害警戒区域*

の一部が居住誘導区域に接しており、災害が発

生した場合、居住誘導区域内への影響があると

考えられるため、災害リスクの分析を行います。 

大規模盛土造成

地の滑動崩落* 
・大規模盛土造成地* 

・大規模盛土造成地*の一部を居住誘導区域に含め

ていますが、すべての大規模盛土造成地*は、第

二次スクリーニング計画*により、ボーリング調

査による地盤調査及び安定計算の実施は不要と

する結果であるため、災害リスクの分析を行い

ません。なお、最終的な安全性の確認は、国など

の考え方を踏まえ行う予定です。 
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前述の考え方を踏まえ、災害リスクの分析を行う具体的な地区を次のとおりとします。 

 

図 災害リスクの分析・課題の抽出対象地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道土砂災害警戒情報システム 

   千歳市洪水・土砂災害ハザードマップ 

   千歳市ホームページ 

 

  

［土砂災害］ 

緑町、大和、桂木、新星 

［水災害］ 

東郊・豊里周辺 

［水災害］ 

東雲町周辺 

［水災害］ 

幸福周辺 
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■東郊・豊里周辺 

●洪水浸水想定区域 

浸水深は、宅地部分で 0.5ｍ未満や 0.5ｍ以上 1.0ｍ未満、道路部分で 30 号通沿道につい

ては 0.5ｍ未満、北に移るにつれて 0.5ｍ以上 1.0ｍ未満が多くなります。また、道路や公園

などの一部で 1.0ｍ以上 1.5ｍ未満となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地点別浸水シミュレーション 

居住誘導区域内の宅地及び道路で破堤*後最初に浸水する地点において、浸水し始める時間

や一般的に車が走行困難になる浸水深 0.3ｍ以上になる時間などについて行った浸水シミュ

レーションは、次のとおりです。 

 

シミュレーション地点 
浸水し始め

る時間 
0.3ｍ以上に

なる時間 
最大浸水深
になる時間 

0.3ｍ未満に
なる時間 

最大浸水深 

東郊１丁目（宅地） ３時間後 ４時間後 15 時間後 36 時間後 0.72ｍ 

豊里１丁目（道路） ２時間後 ３時間後 15 時間後 30 時間後 0.66ｍ 

資料：地点別浸水シミュレーション検索システム 

 

  

東郊・豊里周辺 浸水シミュレーション地点 

豊里１丁目（道路） 

浸水シミュレーション地点 

東郊１丁目（宅地） 

■  3.0以上～

■  2.5以上～3.0未満

■  2.0以上～2.5未満

■  1.5以上～2.0未満

■  1.0以上～1.5未満

■  0.5以上～1.0未満

■  0.5m ～0.5未満

浸　水　深（ｍ）
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●人口密度（100 メートルメッシュ） 

平成 27 年（2015 年）の国勢調査を基にした人口密度は、おおむね 40 人/ha 以上となっ

ており、60 人/ha 以上 80 人/ha 未満や 80 人/ha 以上 100 人/ha 未満になる人口密度が高

い地区もあります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□ 0

■ 1以上～20未満

■ 20以上～40未満

■ 40以上～60未満

■ 60以上～80未満

■ 80以上～100未満

■ 100以上

□ 市街化区域

居住誘導区域

【H27】

人口（人/ha）
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■幸福周辺 

●洪水浸水想定区域 

浸水深は、宅地部分でおおむね0.5ｍ未満、道路部分で 0.5ｍ以上1.0ｍ未満となっており、

雨水調整池*では、3.0ｍ以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地点別浸水シミュレーション 

居住誘導区域内の宅地及び道路で破堤*後最初に浸水する地点において、浸水し始める時間

や一般的に車が走行困難になる浸水深 0.3ｍ以上になる時間などについて行った浸水シミュ

レーションは、次のとおりです。 

 

シミュレーション地点 
浸水し始め

る時間 
0.3ｍ以上に

なる時間 
最大浸水深
になる時間 

0.3ｍ未満に
なる時間 

最大浸水深 

幸福２丁目（宅地） ２時間後 ３時間後 ６時間後 24 時間後 0.44ｍ 

幸福２丁目（道路） ２時間後 ２.５時間後 ７時間後 30 時間後 0.53ｍ 

資料：地点別浸水シミュレーション検索システム 

 

  

ホタル公園 

幸福周辺 

浸水シミュレーション地点 

幸福２丁目（道路） 

浸水シミュレーション地点 

幸福２丁目（宅地） 

■  3.0以上～

■  2.5以上～3.0未満

■  2.0以上～2.5未満

■  1.5以上～2.0未満

■  1.0以上～1.5未満

■  0.5以上～1.0未満

■  0.5m ～0.5未満

浸　水　深（ｍ）
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●人口密度（100 メートルメッシュ） 

平成 27 年（2015 年）の国勢調査を基にした人口密度は、20 人/ha 以上 40 人/ha 未満、

または居住者なし（０人/ha）となっていますが、令和３年９月１日現在の住民基本台帳では、

幸福２丁目は 401 人、幸福３丁目は 650 人となっており、人口が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□ 0

■ 1以上～20未満

■ 20以上～40未満

■ 40以上～60未満

■ 60以上～80未満

■ 80以上～100未満

■ 100以上

□ 市街化区域

居住誘導区域

【H27】

人口（人/ha）
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■東雲町周辺 

●洪水浸水想定区域 

浸水深は、おおむね 0.5ｍ未満となっており、市役所、千歳小学校などで 0.5ｍ以上 1.0ｍ

未満や 1.0ｍ以上 1.5ｍ未満となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地点別浸水シミュレーション 

居住誘導区域内の宅地及び道路で破堤*後最初に浸水する地点において、浸水し始める時間

や一般的に車が走行困難になる浸水深 0.3ｍ以上になる時間などについて行った浸水シミュ

レーションは、次のとおりです。 

 

シミュレーション地点 
浸水し始め

る時間 
0.3ｍ以上に

なる時間 
最大浸水深
になる時間 

0.3ｍ未満に
なる時間 

最大浸水深 

本町５丁目 

（宅地、道路とも同じ） 

0.7 時間後 ４時間後 15 時間後 696 時間 

以上継続 

1.32ｍ 

資料：地点別浸水シミュレーション検索システム 

  

東雲町周辺 

浸水シミュレーション地点 

本町５丁目（宅地・道路） 

■  3.0以上～

■  2.5以上～3.0未満

■  2.0以上～2.5未満

■  1.5以上～2.0未満

■  1.0以上～1.5未満

■  0.5以上～1.0未満

■  0.5m ～0.5未満

浸　水　深（ｍ）



Ⅶ .防 災 指 針 と 取 組  

71 

 

 

 

 

●人口密度（100 メートルメッシュ） 

平成 27 年（2015 年）の国勢調査を基にした人口密度は、人口密度の低い地区や高い地区

が混在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□ 0

■ 1以上～20未満

■ 20以上～40未満

■ 40以上～60未満

■ 60以上～80未満

■ 80以上～100未満

■ 100以上

□ 市街化区域

居住誘導区域

【H27】

人口（人/ha）



千 歳 市 立 地 適 正 化 計 画  

72 

 

 

 

■緑町、大和、桂木、新星 

●土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域*及び土砂災害警戒区域*の一部は、市街化区域*内に指定されてお

り、居住誘導区域から除外しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人口密度（100 メートルメッシュ） 

土砂災害警戒区域*に隣接した居住誘導区域内における平成 27 年（2015 年）の国勢調査

を基にした人口密度は、おおむね 40 人/ha 以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道土砂災害警戒情報システム 

□ 0 居住誘導区域

■ 1以上～20未満 土砂災害特別警戒区域

■ 20以上～40未満 土砂災害警戒区域

■ 40以上～60未満 市街化区域

■ 60以上～80未満

■ 80以上～100未満

■ 100以上

人口（人/ha）

【H27】
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●高齢化率（100 メートルメッシュ） 

土砂災害警戒区域*に隣接した居住誘導区域内における高齢化率は、令和 22 年（2040 年）

に 30％以上 40％未満や 40％以上 50％未満が大半を占める推計となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□ 0% 居住誘導区域

■ 5未満 土砂災害特別警戒区域

■ 5以上～10未満 土砂災害警戒区域

■ 10以上～20未満 市街化区域

■ 20以上～30未満

■ 30以上～40未満

■ 40以上～50未満

■ 50以上～60未満

■ 60以上～

高齢化率（％）

千歳市総合防災訓練（訓練展示） 
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 防災・減災まちづくりに向けた課題 

災害リスクの分析を踏まえ、防災・減災まちづくりに向けた課題の整理を行います。 

 

項目 課題 

水災害 

・居住誘導区域内における宅地部分の浸水深は、おおむね１.0ｍ未満となっており、

住宅ではひざ下程度まで浸水する床上浸水などの被害が想定されます。 

・居住誘導区域内における洪水浸水想定区域*は、浸水継続時間がおおむね１日～２日

となっており、ママチ川流域の一部では、１か月程度になることが想定されます。 
 

▷［水災害の被害を減らすため、引き続き治水対策が必要です。］ 
 

▷［水災害に備え、防災に対する意識啓発などが必要です。］ 
 

・居住誘導区域内における洪水浸水想定区域*は、一定程度の人口密度があり、災害が

発生した場合、多くの市民が避難所に避難することが想定されます。 

・居住誘導区域内における道路部分で浸水深が 0.3ｍ以上になる区間があり、車など

の通行が困難になると想定されます。 
 

▷［水災害に備え、避難所や避難経路などの確保が必要です。］ 
 

土砂災害 

・土砂災害特別警戒区域*などで災害の発生が想定されることや土砂災害警戒区域*に

接した居住誘導区域内での避難も必要になると考えられ、高齢化の進展による避難

時間の増加が想定されます。 
 

▷［土砂災害に備え、防災に対する意識啓発が必要です。］ 
 

・土砂災害特別警戒区域*などで災害の発生が想定され、居住誘導区域外からも居住誘

導区域内の避難所に避難することが想定されます。 
 

▷［土砂災害に備え、避難所や避難経路などの確保が必要です。］ 
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図 防災・減災まちづくりに向けた課題図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道土砂災害警戒情報システム 

   千歳市洪水・土砂災害ハザードマップ 

   千歳市ホームページ  

［土砂災害］ 

緑町、大和、桂木、新星 

 

・防災に対する意識啓発が必要です。 

・避難所や避難経路などの確保が必要です。 

［水災害］ 

東郊・豊里周辺、幸福周辺、東雲町周辺 

 

・災害の被害を減らすため、引き続き治水対策が必要です。 

・防災に対する意識啓発などが必要です。 

・避難所や避難経路などの確保が必要です。 
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 防災まちづくりの将来像の設定 

 

防災・減災対策の計画的な取り組みにより、災害リスクをできる限り回避あるいは低減

を目指し、防災まちづくりの将来像を設定します。 

 

防災まちづくりの将来像 

■ 災害に備えた安心・安全で自然と共存する都市づくり 

千歳市第３期都市計画マスタープランでは、市民の生命や財産を守るため、災害等

に備えた安心・安全で自然との共存を目指す都市づくりの目標［安全］を掲げている

ことから、防災まちづくりの将来像を同一のものにします。 

 

 取組方針 

防災まちづくりの将来像を踏まえ、防災・減災まちづくりに向けた課題に対する取組方針を

次のとおりとします。 

 

防災・減災まちづくりに向けた課題 取組方針 

［水災害の被害を減らすため、引き続

き治水対策が必要です。］ 
・総合的な治水対策を促進します。 

［水災害に備え、防災に対する意識啓

発などが必要です。］ 

・水災害に備え、様々な手段により防災に対する意識啓

発や情報共有、防災体制づくりに努めます。 

［水災害に備え、避難所や避難経路な

どの確保が必要です。］ 

・水災害に備え、避難所の確保や避難経路の維持・保全を

図ります。 

［土砂災害に備え、防災に対する意識

啓発などが必要です。］ 

・土砂災害に備え、様々な手段により防災に対する意識

啓発や情報共有、防災体制づくりに努めます。 

［土砂災害に備え、避難所や避難経路

などの確保が必要です。］ 

・土砂災害に備え、避難所の確保や避難経路の維持・保全

を図ります。 
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図 取組方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道土砂災害警戒情報システム 

   千歳市洪水・土砂災害ハザードマップ 

   千歳市ホームページ 

 

  

［土砂災害］ 

緑町、大和、桂木、新星 

 

・土砂災害に備え、様々な手段により防災に対する意

識啓発や情報共有、防災体制づくりに努めます。 

・土砂災害に備え、避難所の確保や避難経路の維持・

保全を図ります。 

［水災害］ 

東郊・豊里周辺、幸福周辺、東雲町周辺 

 

・総合的な治水対策を促進します。 

・水災害に備え、様々な手段により防災に対する意識啓

発や情報共有、防災体制づくりに努めます。 

・水災害に備え、避難所の確保や避難経路の維持・保全

を図ります。 
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｜02｜ 防災指針に基づく取組 

 

防災指針に基づく取組は、都市計画運用指針*において「基本的に居住誘導区域内を対象として、

災害リスク分析の結果を踏まえて定めること」とされ、短期（５年）、中期（10 年）、長期（20 年）

といった段階でスケジュールを設定するよう示されています。 

都市計画運用指針*を踏まえ、取組方針に基づき具体的な取組及びスケジュールを整理します。 

 

取組方針 
リスク
分類 

具体的な取組 
スケジュール 

短期 中期 長期 

・総合的な治

水 対 策 を

促 進 し ま

す。 

低減 
・千歳川流域における堤防整備の促進や普

通河川*などの適切な維持管理 

   

低減 
・雨水調整池*による流出抑制対策や排水

機場*、排水路整備など内水*対策の推進 

   

低減 ・河川の浚渫*など適切な維持管理    

・水災害に備

え、様々な

手 段 に よ

り 防 災 に

対 す る 意

識 啓 発 や

情報共有、

防 災 体 制

づ く り に

努めます。 

低減 
・自主防災組織*の充実及び防災意識の啓発

など市民防災の促進 

   

低減 

・防災行政無線*などの情報提供手段の充実

や防災情報共有システムを効果的に運用

するための訓練等の実施 

   

低減 
・避難行動要支援者に対する安否確認と迅

速な避難を支援する体制づくりの推進 

   

低減 
・洪水・土砂災害ハザードマップ*の更新や

防災訓練の実施 

   

・水災害に備

え、避難所

の 確 保 や

避 難 経 路

の維持・保

全 を 図 り

ます。 

低減 
・指定避難所となる学校施設や公共・公益

施設*の適正な維持管理 

   

低減 
・各避難所の非常時用物資を確保するため

の計画的な備蓄や適正配置の推進 

   

低減 
・緊急輸送道路*の計画的な整備などの

促進 

   

低減 
・道路施設の定期的な点検や整備などの

推進 
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取組方針 
リスク
分類 

具体的な取組 
スケジュール 

短期 中期 長期 

・土砂災害に

備え、様々

な 手 段 に

よ り 防 災

に 対 す る

意 識 啓 発

や 情 報 共

有、防災体

制 づ く り

に 努 め ま

す。 

低減 

・土砂災害特別警戒区域*及び土砂災害警

戒区域*を居住誘導区域外とし、防災に

対する意識啓発の推進 

   

低減 
・自主防災組織*の充実及び防災意識の啓発

など市民防災の促進 

   

低減 

・防災行政無線*などの情報提供手段の充実

や防災情報共有システムを効果的に運用

するための訓練等の実施 

   

低減 
・避難行動要支援者に対する安否確認と迅

速な避難を支援する体制づくりの推進 

   

低減 
・洪水・土砂災害ハザードマップ*の更新や

防災訓練の実施 

   

低減 

・要配慮者*利用施設の管理者等との連携を

図った避難確保計画の策定や避難訓練実

施の支援 

   

回避 
・立地適正化計画の届出や勧告による立地

誘導 

   

・土砂災害に

備え、避難

所 の 確 保

や 避 難 経

路の維持・

保 全 を 図

ります。 

低減 
・指定避難所となる学校施設や公共・公益

施設*の適正な維持管理 

   

低減 
・各避難所の非常時用物資を確保するため

の計画的な備蓄や適正配置の推進 

   

低減 
・緊急輸送道路*の計画的な整備などの

促進 

   

低減 
・道路施設の定期的な点検や整備などの

推進 
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Ⅷ. 目標値と計画の評価 

｜01｜目標値の設定 

｜02｜計画の評価 
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VIII. 目標値と計画の評価  

｜03｜ 目標値の設定 

 

 考え方 

 

計画に基づき実施する施策の有効性を評価するため、指標及びその目標値を設定し

ます。 

 

 

 

 定量的な目標値の設定 

『多核連携型』都市構造の構築に必要な「居住の誘導」、「都市機能*の誘導」、「公共交通」や

防災まちづくりに必要な「治水対策」、「防災体制づくり」の進捗を計るため、千歳市第７期総合

計画や千歳市強靭化計画と整合を図りながら次のとおり設定します。 

 

項目 区分 指標 現況値・基準値 中間目標値・目標値 備考 

『
多
核
連
携
型
』
都
市
構
造
の
構
築 

居
住
の
誘
導 

居住誘導区

域の人口密

度(グロス) 

H27 年(2015 年) 

49.5 人/ha 

R12 年(2030 年) 

49.5 人/ha 

R22 年(2040 年） 

49.5 人/ha 

・居住誘導区域面積に対する

国勢調査人口の割合 

※人口は、居住誘導区域にす

べて、または一部含まれる

字・丁目人口の合計 

泉沢地域の

居住誘導区

域の人口 

H27 年(2015 年) 

9,347 人 

R12 年(2030 年) 

9,200 人 

R22 年(2040 年) 

8,800 人 

・泉沢地域の居住誘導区域内

の国勢調査人口 

※人口は、居住誘導区域にす

べて、または一部含まれる

字・丁目人口の合計 

・人口減少率を半減 

都
市
機
能
の
誘
導 

都市機能誘

導区域に誘

導施設が立

地している

割合 

R3 年度(2021 年度) 

68％ 

R12 年(2030 年) 

68％以上 

R22 年(2040 年） 

68％以上 

・都市機能誘導区域（８区

域）ごとの誘導種別にお

ける誘導施設の立地割合 

中心市街地

の歩行者通

行量 

R 元年度(2019 年度) 

20,968 人 

R12 年度(2030 年度) 

21,605 人 

・千歳市第７期総合計画と

連動 

・年１日(日曜日)の歩行者

通行量 

公
共
交
通 

路線バス利

用者数 

R 元年度(2019 年度) 

5,911 人 

R12 年度(2030 年度) 

6,200 人 

・千歳市第７期総合計画と

連動 

・夏季、冬季の乗降調査に

よる人数 
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項目 区分 指標 現況値・基準値 中間目標値・目標値 備考 

防
災
指
針 

治
水
対
策 

普通 河 川 *

の浚 渫* 延

長 

R 元年度(2019 年度) 

1,060m 

R7 年度(2025 年度) 

4,060m 

R12 年度(2030 年度) 

6,560ｍ 

・千歳市第 7 期総合計画、 

千歳市強靭化計画と連動 

・浚渫*延長の累計 

防
災
体
制
づ
く
り 

個別計画参

加町内会数 

R 元年度(2019 年度) 

93 町内会 

R7 年度(2025 年度) 

98 町内会 

R12 年度(2030 年度) 

102 町内会 

・千歳市第 7 期総合計画、 

千歳市強靭化計画と連動 

・災害時避難行動要支援者

個別計画に参加している

町内会数 

自主防災組

織* 活動 カ

バー率 

R 元年度(2019 年度) 

78.17％ 

R7 年度(2025 年度) 

81％ 

R12 年度(2030 年度) 

83.5％ 

・千歳市第 7 期総合計画、 

千歳市強靭化計画と連動 

・全世帯数のうち、自主防

災組織*の活動範囲に含

まれている地域の世帯数

の割合 
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｜04｜ 計画の評価 

 

計画の評価については、都市計画運用指針*において「おおむね五年毎に計画に記載された施策・

事業の実施状況について調査、分析及び評価を行い、立地適正化計画の進捗状況や妥当性等を精

査、検討すべきである。」とされ、その結果などを踏まえ「施策の充実、強化等について検討を行

うとともに、必要に応じて、適切に立地適正化計画や関連する都市計画*の見直し等を行うべきで

ある。」と示されています。 

都市計画運用指針*に基づき、おおむね五年ごとに目標値の評価検証を行うよう努め、計画を見

直す必要性がある場合には、適宜、本計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ac t  Do  

■計画の策定・改定            ■目標値の評価検証 

■施策の実施                 ■計画の見直し検討 

 

Ac t  P lan  Do  Check  
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資料編 

｜01｜計画の策定体制 

｜02｜計画策定の経緯 

｜03｜市民会議 

｜04｜策定委員会 

｜05｜用語解説 
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資料編  

｜01｜ 計画の策定体制 

 

計画の策定体制は、都市計画マスタープランと一体的な計画として策定するため、「千歳市第３

期都市計画マスタープラン」の策定体制と同一にしており、具体的には、次のとおりです。 

 

図 千歳市立地適正化計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千歳市第３期都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 の策定

市 長 市 議 会千歳市都市計画審議会

【市 民】

策定委員会

○副市長、千歳市部長職、学識経験者で構成

○修正・検討事項指示

関係各課

○素案・関連計画の

調整など必要に応じ

た意見照会

事務局（企画部まちづくり推進課）

○会議準備、スケジュール管理、庁内調整、

会議資料の作成、素案の作成 など

市民アンケート調査
事業者アンケート調査

○まちづくりの評価・課題・方向性

などの意向調査

○都市機能や交通の利用実態

市民会議

○まちのビジョンの検討・共有を
行う

パブリックコメント

○素案の公表、意見聴取

情報公開

○広報、ホームページ など

【庁内策定体制】

情報提供

意見の反映

参加

諮問

答申

報告
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｜02｜ 計画策定の経緯 

 

計画は、市民アンケート調査や市民会議、パブリックコメントなどの意見・提言を踏まえ、策定

委員会で原案を作成し、千歳市都市計画審議会の審議を経て策定しました。計画策定の経緯につ

いては次のとおりです。 

 

年度 令和元年度（2019年度） 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021年度） 

作業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画 

 

 

 

都市計画マスタープラン 

 

 

 

 

策定  

委員会 

 第１回（R2.11.5） 第２回（R3.5.25～R3.6.4） 

第 3 回（R3.6.22） 

第 4 回（R3.7.27） 

第 5 回（R3.11.18） 

第 6 回（R4.2.15） 

市民参加 

市民アンケート調査  

（R 元.10.10～10.31） 

事業者アンケート調査 

（R 元.10.10～10.31） 

市民会議 

第 1 回（R3.2.26） 

第 2 回（R3.3.9～R3.3.22） 

第 3 回（R3.3.22～R3.3.30） 

市民会議 

第４回（R3.5.14～5.31） 

第５回（R3.8.19～9.3） 

第６回（R3.10.25） 

提言書の提出（R3.11.29） 

パブリックコメント

（R4.1.7～R4.1.28） 

都市計画

審議会 

策定について報告  

（R 元.10.17） 

策定状況の報告 

（R2.7.31）  

（R3.1.27） 

策定状況の報告（R3.9.28） 

素案の報告（R3.12.21） 

諮問・答申（R4.2.18） 

市議会 

(総務文教 

常任委員会) 

 

策定状況の報告 

（R2.7.17） 

策定状況の報告（R3.9.14） 

素案の報告（R3.12.1） 

最終案の報告（R4.2.25） 

  

将来目標案作成 

全体構想案作成 

分析・課題抽出 

まちづくり方針 

都市の骨格構造 

全体構想策定 

地域別構想策定 

上位・関連計画整理 

現行計画の検証 

市民アンケート調査 

事業者アンケート調査 

課題等の整理 

誘導区域の検討・設定 

誘導施設・施策の検討 

目標値の設定 
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｜03｜ 市民会議 

 

計画を策定するにあたり、市民の意見を反映させるため、市内の有識者や関連団体、市民など

が集まり「千歳市第３期都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定市民会議」を組織しま

した。 

会議はのべ６回にわたって開催し、意見・アイディアを収集し、市長への「提言書」としてとり

まとめました。 

 

 委員名簿 

区分 所属 職 氏名 備考 

学識経験を

有する者 

公立大学法人         
公立千歳科学技術大学 

特任教授 川名 典人 座長 

農業、商工、

観光、福祉

関連団体 

千歳市農業委員会 会長職務代理者 平沖 道徳  

千歳商工会議所 専務理事 鈴木 隆夫 副座長 

千歳市商店街振興組合連合会 
（インディアン水車通り商店街振興組合） 

副理事長 入口 浩一郎  

千歳工業クラブ 副代表幹事 三ツ野 仁  

千歳建設業協会 副会長 中山 千太朗  

千歳の観光を考える会 企画運営部会部会長 鈴木 靖彦  

社会福祉法人         
千歳市社会福祉協議会 

常務理事 三﨑 直彦  

その他関連

する団体 

ちとせ環境と緑の財団 総務課総務係長 須貝 陽子  

北海道旅客鉄道株式会社 副駅長 小野 克広  

北海道エアポート株式会社 総務本部地域共生部長 平池 暁  

千歳相互観光バス株式会社 

専務取締役 沼田 聖 
～令和３年  

５月 13 日 

常務取締役 鈴木 隆之 
令和３年   

５月 14 日～ 

北海道開発局札幌開発建設部  
千歳道路事務所 

所長 瓜生 和幸  

北海道札幌方面千歳警察署 地域・交通官 藤澤 宏  

千歳市防災マスターリーダー会 事務局長 泉澤 豊和  

市民等 千歳市町内会連合会 理事 伊藤 宏之  

市民公募  中塚 茜  

市民公募  齊藤 成哉  

市民公募  内藤 陸斗  
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 市民会議の開催経過 

開催日 参加者 議事概要等 

第１回 令和３年 2 月 26 日 16 名 ・４つのグループに分かれ、10 の検討

テーマから重点的に話し合うテーマ

を選択し討議 

第２回 令和 3 年 3 月 9 日（A グループ） 

 3 月 11 日（B グループ） 

  3 月 22 日（C グループ） 

  3 月 11 日（D グループ） 

15 名 ・グループごとに検討テーマについて

討議 

第３回 令和３年 3 月 29 日（A グループ） 

  3 月 22 日（B グループ） 

  3 月 30 日（C グループ） 

  3 月 22 日（D グループ） 

16 名 ・グループごとに検討テーマについて

討議 

第４回 令和３年 5 月 14 日～5 月 31 日 

※書面開催 

15 名 ・第１回～第３回までの各グループの

意見を共有し、意見を収集 

第５回 令和３年 8 月 19 日～9 月 3 日  

※書面開催 

16 名 ・提言書（草案）に対する意見を収集 

第６回 令和３年 10 月 25 日 14 名 ・提言書（修正案）に対する意見を収集 

・提言書の決定方法について決定 

市長 

提言 

令和３年 11 月 29 日 座長 

副座長 

・提言書を市長へ提出 
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 提言書 

千歳市全体に対する課題や都市づくりの方向性について、まちの発展と住みよさが続くこと

を目的にした 10 の検討テーマに沿って議論を進め、「まちの発展と住みよさが続くための提言

書」としてとりまとめ、提出されました。 

 

検討テーマ 主な提言内容 

中心市街地の賑わい

を高めるためには 

▷ 中心市街地が活性化するよう空き地・空き店舗等ストックの活用により、

魅力ある空間を形成する。 

▷ グリーンベルト*では、盆踊りやビール祭り、イルミネーション、定期的

なキッチンカーを利用した飲食物・物品の販売など、日頃から人が集まる

空間を形成する。 など 

市街地等の資源（千歳

川、道の駅等）をもっ

と活かすには 

▷ 道道泉沢新千歳空港線など道路のネットワークや交通手段の充実などに

より、新千歳空港や支笏湖、キウス周堤墓群*等の受け入れ態勢の強化や

地域資源間の周遊性を高め、連携を強化する。 

▷ 道の駅サーモンパーク千歳の観光拠点としての機能強化を見据え、特産

品の販売や千歳川の特性・歴史・文化を生かした展示の充実などにより魅

力を高め、人の訪れや滞在を促すとともに、周辺地域に配慮した道路環境

や駐車場を整備する。 など 

空港や支笏湖、農村と

の連携をもっと進め

るには 

▷ 新千歳空港インターチェンジ周辺などに物流・運送業従業者（トラック

運転手）の休憩施設等の誘致や物流倉庫、会議場などが複合化した大型物

流拠点の建設を進めるなど、拠点機能の強化を図る。 

▷ 市内の観光・周遊エリアにおいて、観光型や市民型等ターゲットを明確

化した MaaS の導入を検討するなど、二次交通活用の取り組みを検討す

る。また、各々の立ち寄りポイントに案内の設置やインターネット回線の

確保など、情報提供の基盤づくりを進める。 など 

住みたいと思える景

観のあるまちにする

には 

▷ 魅力的なまちとするため、市民、事業者、行政が一体となって、市民が集

まり、滞留、活動できる空間の創出を図る。 

▷ 人が集まるグリーンベルト*や親水空間とともに商店街などでは、人々の

活動や賑わいが伝わるよう、良好な景観形成や憩いの空間づくりを図る。 

など 

進出企業（働く場所）

をもっと増やすには 

▷ 工業団地の分譲地について、人のネットワーク（東京千歳会など）や立地

している企業、空港、大学との連携など、千歳市ならではの交通網等の利

点を生かし、道内外の企業の誘致やサポートを進める。 

▷ 企業誘致と合わせ、従業員には自然・歴史・文化への触れ合いを通して、

まちへの愛着を高めてもらい、移住体験機会の提供や土地・住宅を購入し

やすくすることなどにより、定住促進を図る。 
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検討テーマ 主な提言内容 

便利な買い物環境を

つくるには 

▷ 中心市街地の商店街では魅力的な店舗や交流・文化施設の複合化、もし

くは単体店舗の集合化、店舗の複合立地の起爆剤・呼び水となる核店舗の

誘致、若い出店者へのサポートといったような、買い物、交流など多様な

利用に対応できる、賑わいのあるエリアの形成を図る。 

▷ JR 千歳駅周辺に買い物以外にもカフェスペースや飲食店、小さな図書館

などの滞留機能を複合化するなど、便利で賑わいのある空間形成を図る。 

など 

市民ニーズに対応し

た公園緑地づくりを

するためには 

▷ 市民からの意見を聞くなど、市民ニーズに対応した公園緑地づくりを図

る。 

▷ IT 技術を活用した公園緑地の情報提供を検討するなど、幅広い年代、特

に若い世代への公園利用促進のための啓発を図る。 など 

コミュニティや居住

密度を維持するには 

▷ 青葉公園では、図書館にカフェや交流機能を付加するなど、スポーツ、学

習、コミュニティ*活動の拠点機能の強化を図る。 

▷ 商店街などの市内各地にコミュニティ*活動の場となるカフェなど、交流

機能のある小規模な施設が立地するエリアを形成する。 など 

災害に備えたまちづ

くりを進めるには 

▷ 自助・共助についての普及啓発やコミュニティ*・町内会などの「つなが

り」づくり、各町内会の情報交流を促すなど、複数の町内会で協力・連携

する防災体制の強化を図る。 

▷ 災害時の観光客への対応、コロナ禍での密集回避の観点などを踏まえ、

市内の宿泊施設、空港の活用など、防災体制を構築する。 など 

子育てしやすいまち

づくりを進めるには 

▷ 青葉公園内に子育て世代の情報交流や高齢者との交流の場となるカフェ

など、子育て・多世代が交流できる拠点を形成する。 

▷ 市内の各教育機関において、自然・歴史・文化を活かした千歳らしい教育

内容を取り入れた学習活動を実施し、地元を愛する市民を増やす。 など 
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｜04｜ 策定委員会 

 

計画を策定するにあたり、庁内部長職及び都市計画*に関する専門的な知識経験を有したアドバイ

ザーで構成する「千歳市第３期都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会」を組織し

ました。 

会議はのべ６回にわたって開催し、都市づくりの課題から方向性、想定される取組まで多岐にわ

たる議論を経て、計画原案としてとりまとめました。 

 
 委員名簿 

 所属 氏名 備考 

委員長 副市長 横田 隆一 令和２・３年度 

副委員長 企画部長 
島倉 弘行 令和２年度 

品田 雅俊 令和３年度 

委員･アドバイザー 北海学園大学 鈴木 聡士 令和２・３年度 

委員 総務部長 
佐々木 善範 令和２年度 

澤田 徹 令和３年度 

〃 市民環境部長 
澤田 徹 令和２年度 

浅井 雅樹 令和３年度 

〃 保健福祉部長 佐藤 勇 令和２・３年度 

〃 こども福祉部長 
上野 美晴 令和２年度 

林 伸一 令和３年度 

〃 産業振興部長 
品田 雅俊 令和２年度 

大和 隆之 令和３年度 

〃 観光スポーツ部長 石田 粛一 令和２・３年度 

〃 建設部長 
磯崎 徹 令和２年度 

吉田 博夫 令和３年度 

〃 市立千歳市民病院事務局長 
山田 喜一 令和２年度 

島田 和明 令和３年度 

〃 消防長 佐藤 孝一 令和２・３年度 

〃 水道局長 
牧野 敏彦 令和２年度 

佐々木 善範 令和３年度 

〃 教育部長 千田 義彦 令和２・３年度 
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 会議の開催経過 

開催日 議題 

第１回 令和２年 11 月５日 （１）都市計画マスタープラン、立地適正化計画について 

（２）千歳市の現況について 

（３）策定に向けた課題・検討テーマについて 

（４）都市づくりの目標について 

（５）次回策定委員会について 

第２回 令和３年５月 25 日

～６月４日 

※書面開催 

（１）地域別、年代別の分析について 

（２）将来像図について 

（３）都市計画マスタープラン 都市づくりの基本方針（土地利用）

について 

（４）立地適正化計画 誘導区域設定の考え方について 

第３回 令和３年６月 22 日 （１）第２回策定委員会（書面会議）における意見及び回答 

（２）都市計画マスタープラン 地域別構想について 

（３）立地適正化計画 誘導施設、誘導施策設定の考え方について 

（４）立地適正化計画 防災指針の検討について 

（５）市民会議の進捗について 

第４回 令和３年７月 27 日 （１）立地適正化計画 居住誘導区域の設定範囲について 

（２）立地適正化計画 都市機能誘導区域の設定範囲について 

（３）立地適正化計画 誘導施設の設定について 

（４）その他について 

第５回 令和３年 11 月18 日 （１）都市計画マスタープランの素案について 

（２）立地適正化計画の素案について 

第６回 令和４年２月 15 日 

※書面開催 

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）計画（案）の決定について 

（３）その他について 
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｜05｜ 用語解説 
 

【あ行】

空き家バンク：空き家の売却

又は賃貸等を希望する所有者等

から申込みを受けた情報を、自

治体への定住等を目的として空

き家の利用を希望する者に対し

紹介する制度のこと。 

 

雨水調整池：雨水を一時貯留し、

流出量を抑制して流下させるこ

とにより、下流域への影響を和

らげる機能を持つ池のこと。溜

めた雨水を一度に排出するので

はなく､徐々に排出するため､洪

水や道路などの冠水を防ぐこと

ができる｡ 

 

 

SDGs：持続可能な開発目標

（Sustainable Development 

Goals）の略称で、2015年9月

の国連サミットにおいて全会一

致で採択された「我々の世界を

変革する：持続可能な開発のた

めの2030アジェンダ」の中核

であり、「誰一人取り残さな

い」持続可能で多様性と包括性

のある社会の実現のため、

2030年までを期限とした先進

国を含む国際社会全体の開発目

標のこと。17のゴール（目

標）と169のターゲットから構

成されており、経済・社会・環

境をめぐる広範囲な課題に取り

組むこととしている。 

オフィス・アルカディア：新

千歳空港の優れた交通機能と

ネットワークを生かして、世

界と千歳を結ぶ最先端の国際

ビジネスパークとして誕生し

た国際ビジネス拠点のこと。 

 

エリアプラットフォーム：行

政をはじめ、まちづくりの担い

手であるまちづくり会社・団体、

まちづくりや地域課題解決に関

心がある企業、自治会・町内会、

商店街・商工会議所、住民・地

権者・就業者などが集まって、

まちの将来像を議論し描き、そ

の実現に向けた取組について協

議・調整を行うための場のこと。 

 

【か行】

開発行為：主として建築物の

建築又は特定工作物の建設の

用に供する目的で行う土地の

区画形質の変更のこと。 

 

滑動崩落：地震力及び盛土の自

重による盛土の滑り出す力がそ

の滑り面に対する最大摩擦抵抗

力その他の抵抗力を上回り、盛

土の地滑り的変動が生じること。

大規模盛土造成地での発生が懸

念されている。 

 

幹線街路：都市の骨格となる交

通の効率化を図るための道路の

こと。 

 

キウス周堤墓群：縄文時代後

期後葉(紀元前1,200年頃)に構

築された集団墓のこと。地面を

円形に掘り下げ、周囲に土を環

状に盛った区画の中に墓坑を設

け遺体を埋葬した。史跡指定地

内には非常に大型のものを含め

９基の周堤墓が存在。世界的に

も狩猟採集民の築いた構造物と

しては最大級。令和３年に世界

文化遺産登録された「北海道・

北東北の縄文遺跡群」の構成資

産の一つ。 

 

既存ストック：これまでに整

備されてきた市街地やその中の

建築物、土地、道路、公園など

の都市施設全般のこと。 

 

緊急輸送道路：災害直後から、

避難・救助をはじめ、物資供給

等の応急活動のために、緊急車

両の通行を確保すべき重要な路

線のことで、高速自動車国道や

一般国道及びこれらを連絡する

幹線的な道路が指定される。 

 

グリーンベルト：ＪＲ千歳駅

から南西約 350 メートルに位

置する、幅約 40 メートル延長

約１キロメートルに渡る公共広

場のこと。市民や観光客などの

「憩い・遊び・集い」の場とし

て様々なイベントが行われてい

る。 

 

激甚化：その規模が特に甚大で

あり国民生活に著しい影響を与

える事態となること。 
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公共・公益施設：公共施設は

道路、公園、下水道、緑地、広

場、河川、水路など、都市の骨

格を形成するような施設のこ

と。公益施設は一般的には教

育施設、官公庁施設、医療施設、

コミュニティ施設など、住民

の生活のために必要なサービ

ス施設のこと。 

 

合計特殊出生率：15歳から

49歳までの女性の年齢別出生

率を合計したもの。一人の女

性が一生の間に産む子どもの

数に相当する。 

 

洪水浸水想定区域：水防法第

14 条に基づき、洪水予報河川及

び洪水特別警戒水位への水位の

到達情報を通知および周知する

河川（水位周知河川）において、

洪水時の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため、想定し得る最

大規模の降雨により河川が氾濫

した場合に浸水が想定される区

域のこと。浸水した場合に想定

される水深、浸水継続時間等と

併せて公表することとしている。 

 

国土交通省地価公示：地価公

示法に基づいて、国土交通省土

地鑑定委員会が、適正な地価の

形成に寄与するために、毎年 1

月 1 日時点における標準地の正

常な価格を 3 月に公示（令和 2

年地価公示では、26,000 地点

で実施）するもの。 

 

国立社会保障・人口問題研

究所：厚生労働省に所属する

国立の研究機関のこと。人口や

世帯の動向を捉えるとともに、

国内外の社会保障政策や制度に

ついての研究を行っている。 

 

コミュニティ：一般的に地域

共同体または地域共同社会の

こと。都市計画の分野では、主

として、住民の協力と連携に

よる地域のまちづくり事業や

身近な生活環境施設の整備事

業などにおいて使われる。 

 

コンパクト・プラス・ネット

ワーク：地域の活力を維持する

とともに、医療・福祉・商業等

の生活機能を確保し、高齢者が

安心して暮らせるよう、地域公

共交通と連携して、コンパクト

なまちづくりを進めること。 

 

 

【さ行】

財政力指数：地方公共団体の財

政力を示す指数で、基準財政収

入額を基準財政需要額で除して

得られた数値の３カ年の平均値

のこと。財政力指数が大きいほ

ど財源に余裕があるといえる。 

 

サテライトオフィス：企業ま

たは団体の本拠から離れた所に

設置されたオフィスのこと。本

拠を中心としてみた時に衛星

（サテライト）のように存在す

るオフィスとの意から命名され

た。 

 

産業支援・交流業務地：「千歳

市都市計画マスタープラン」に

位置づけられる工業系土地利用

の分類の一つ。新千歳空港の機

能強化に合わせ、産業や観光機

能を強化しつつ、中心商業業務

地を補完し、生産、物流、交流、

学術研究の活動を支える都市活

動拠点の形成を図るとしている。 

 

市街化区域：都市計画法に基づ

く都市計画区域のうち、市街地

として積極的に開発・整備する

区域で、既に市街地を形成して

いる区域及びおおむね 10 年以

内に優先的かつ計画的に市街化

を図るべき区域のこと 

 

市街化調整区域：都市計画法

に基づく都市計画区域のうち、

市街化を抑制すべき区域のこと。 

 

 

自主防災組織：自発的に自分

の地域や隣人を守り合うため、

町内会やコミュニティ単位など

で災害発生時における初期段階

の防災活動を行う組織のこと。 

 

浚渫：河川などの水深を深くす

るため、水底の土砂などを取り

除くこと。 

 

垂直避難：切迫した状況におい

て、屋内の２階以上に避難する

こと。 
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水平避難：その場を立退き、近

隣の少しでも安全な場所に一時

的に避難すること。または、居

住地と異なる場所で生活を前提

とし、避難所などに長期間避難

すること。 

 

生活利便機能・施設：市民の

日常生活を支える上で必要な施

設で、具体的には理美容店やク

リーニング店、郵便局や銀行、

日常的な商品を扱う店舗（コン

ビニや食品スーパー）などのこ

と。 

生産年齢層：一般に生産活動

に従事しうる年齢層のこと。

国勢調査などでは 15～64 歳

を指す。 

 

 

【た行】

大規模盛土造成地：谷や沢を

埋めた造成宅地又は傾斜地盤上

に腹付けした大規模な造成宅地

のこと。場所によっては、盛土

と地山との境界面や盛土内部を

滑り面とする盛土の地滑り変動

（滑動崩落）が生じる危険があ

るとされている。 

 

第二次スクリーニング計画：

大規模盛土造成地の有無に関す

る調査（第一次スクリーニング）

で抽出された箇所の現状把握の

ため、ボーリング調査による地

盤調査及び安定計算を実施する

ための必要性や優先順位を判定

すること。 

 

地区計画：地区の特性に合わせ

た良好な街区として環境整備を

図るため、建築物の用途、形態

などに関する制限や、道路、公

園などの配置などについて地区

のきめ細やかなルールを住民参

加により定める都市計画のこと 

 

道央圏連絡道路：千歳市を起

点とし長沼町、南幌町、江別市、

当別町、札幌市、石狩市を経由

し小樽市へ至る延長 80 キロ

メートルの地域高規格道路の

こと。本路線は、国際物流拠点

である新千歳空港と接続し、

物流拠点である特定重要港湾

苫小牧港や重要港湾石狩湾新

港及び小樽港とも連絡するな

ど、札幌市を中心とした道央

圏の人流、物流を担う。 

 

特別工業地区：用途地域を補

完する特別用途地区の一つとし

て指定するもので、特別の目的

から土地利用の増進または環境

の保護などを図るため定める地

区のこと。千歳市の特別工業地

区においては、千歳市特別工業

地区建築条例を定め、工業地域

の土地利用の適正化及び効率化

を図るため建築物の制限又は禁

止を行っている。 

 

都市機能：都市が持つ都市とし

ての機能のこと。電気や水道の

供給、交通手段の提供、行政や

商業、教育、観光などを行う場

などを表す。 

 

都市計画：現在及び将来を考え

た土地利用、都市施設の整備、

市街地の再開発や新市街地の建

設に関する計画を総合的に定め

実施することにより、都市機能

を高め、自然環境と調和した住

みよい都市環境を形成すること

を目指すこと。 

 

都市計画運用指針：都市計画

法に基づき、都市計画制度をど

のように運用していくのが望ま

しいか、どのような考え方の下

でなされることを想定している

か等についての原則的な考え方

を指針として示したもの。 

 

都市計画区域の整備・開発及

び保全の方針：都市計画法第

６条の２に基づき、都市計画区

域毎に都道府県が定める都市計

画の総合的な方針のこと。都市

計画相互間のきめ細かい調整を

図り、都市計画の総合性及び一

体性を確保するための、都市計

画区域における基本的な方針と

して、1.都市計画の目標、2.市

街化区域と市街化調整区域との

区分の決定の有無及び当該区域

区分を定めるときはその方針、

3.土地利用、都市施設の整備及

び市街地開発事業に関する主要

な都市計画の決定の方針などを

定めることとされており、都市

計画区域について定められる都

市計画は、この方針に即したも

のとすることとされている。 
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都市再生特別措置法：近年に

おける急速な情報化、国際化、

少子高齢化等の社会経済情勢の

変化に対応した都市機能の高度

化及び都市の居住環境の向上を

図り、併せて都市の防災に関す

る機能を確保することを目的に、

平成 14 年 6 月 1 日に制定され

た法律。「民間の活力を中心とし

た都市再生」、「官民の公共・公

益施設整備等による全国都市再

生」、「土地利用誘導等によるコ

ンパクトシティの推進」が柱と

なっている。 

 

都市施設：道路・都市高速鉄道

などの交通施設、公園などの公

共空地、上下水道・電気・ガス

などの供給処理施設、河川など

の水路、学校などの教育文化施

設、病院など、市場、一団地の

住宅施設、一団地の官公庁施設、

流通業務団地などの都市計画法

に規定された施設のこと。 

 

都市のスポンジ化：都市の内

部において、空き地、空き家等

の低未利用地の空間が、小さな

敷地単位で、時間的・空間的に

ランダム性を持って、相当程度

の分量で発生する現象のこと。

一定の区域内における空き地・

空き家等の大量発生は、都市の

活気を失わせるとともに、管理

が放棄された空間となって治安、

景観、居住環境等の悪化、災害

危険性の増大を招くことから、

空き地の土地利用転換や空き家

対策などが課題となっている。 

 

土砂災害警戒区域：土砂災害

防止法に基づき、急傾斜地の崩

壊等が発生した場合に、住民等

の生命又は身体に危害が生じる

おそれがあると認められる区域

のこと。危険の周知、警戒避難

体制の整備が行われる。 

 

土砂災害特別警戒区域：土砂

災害防止法に基づき、急傾斜地

の崩壊等が発生した場合に、建

築物に損壊が生じ住民等の生命

又は身体に著しい危害が生ずる

おそれがあると求められる区域

のこと。特定の開発行為に対す

る許可制、建築物の構造規制等

が行われる。 

 

 

【な行】

内水：市街地や農地などにおい

て、降った雨水などが地下浸透

や河川への排出がされきれずに

地表に留まった水のこと。 

 

 

 

 

 

 

【は行】

パートナーシップ：共同・協力

のこと。まちづくり・都市開発

に関していえば、公共団体と民

間企業が特定のまちづくり・都

市開発プロジェクトについて協

議し、相互の合意の上で共通目

標と計画を設定し、それを相互

に実現していく公・民の協力関

係をいう。 

 

排水機場：ポンプによって河川

または水路の流水を、河岸また

は堤防を横断して排水するため

に、河岸または堤防の付近に設

けられる施設であって、排水ポ

ンプとその附属施設（吐出水槽、

樋門など）の総称のこと。 

 

ハザードマップ：洪水、土砂災

害、津波などの自然災害による

被害を最小限にとどめるため、

市町村が主体となって、災害が

発生した場合の状況を想定して

避難地、避難路の位置、災害時

の心得などを具体的に示した地

図のこと。 

 

 

破堤：堤防が壊れ、増水した川

の水が堤内地に流れ出すこと。 

 

扶助費：社会保障制度の一環と

して現金や物品などを支給する

経費のこと。生活保護法、児童

福祉法、老人福祉法などの法令

に基づく、生活保護費や医療助

成費など個人へ給付される経費

や、保育所や障がい者施設など

の福祉施設運営に充てられる経

費などのほか、乳幼児医療の公

費負担など市の施策として行う

ものも含まれる。
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普通河川：河川法で定められ

ている「一級河川」、「二級河

川」、河川法の規定を準用する

「準用河川」以外の小河川の

ことで、市町村が管理する。 

 

防災行政無線：災害発生時な

どの緊急時に、市内全域へ迅速

に避難情報を伝え適切な対応を

促すため、屋外スピーカーや戸

別受信機を通してサイレンや音

声で緊急情報を放送する設備の

こと。 

北海道地価調査：投機的取引

や地価高騰の状況を把握するた

め、国土利用計画法施行令第 9

条に基づき、北海道が道内全域

を対象にして、毎年 7 月 1 日時

点での調査地点（基準地）の標

準価格を判定し、毎年 9 月下旬

頃に公表するもの。調査結果は、

国土交通省が行う地価公示と併

せて、公的土地評価の基準とし

て、また、一般の土地取引価格

の指標として活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【や行】

要配慮者：高齢者、障害者、乳

幼児等の防災施策において特に

配慮を要する方のこと。 

 

 

 

 

 

用途地域：適正な都市としての

機能と良好な環境を有する市街

地の形成を図るため、建築物の

用途や形態などの規制・誘導を

行う制度のこと。現在、千歳市

では住宅系７種類、商業系２種

類、工業系３種類の計 12 種類

の用途地域が定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

【ら行】 

流通業務地：「千歳市都市計画

マスタープラン」に位置づけら

れる工業系土地利用の分類の一

つ。広域的な交通利便性の高さ

を生かして物流拠点の形成を図

るとしている。 
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